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一
　
序
　
論

　
人
の
肖
像
は
、
商
品
の
販
売
等
を
促
進
す
る
顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
肖
像
等
そ
れ
自
体
の
商
業
的
価
値

が
法
的
保
護
に
値
す
る
こ
と
は
、
最
一
小
判
平
成
二
四
・
二
・
二
民
集
六
六
巻
二
号
八
九
頁
〔
ピ
ン
ク
・
レ
デ
ィ
ー
事
件
：
上
告
審
〕

（
以
下
、
平
成
二
四
年
最
高
裁
判
決
と
表
記
す
る
）
に
よ
っ
て
既
に
示
さ
れ
て
い
る
。
同
判
決
の
事
案
は
、
顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
歌
手
の
肖

像
を
、
出
版
社
が
、
肖
像
本
人
の
承
諾
な
く
無
断
で
雑
誌
記
事
に
使
用
し
た
こ
と
に
つ
き
、
肖
像
本
人
が
原
告
と
な
っ
て
出
版
社
に
損
害

賠
償
請
求
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
成
二
四
年
最
高
裁
判
決
が
扱
っ
た
の
は
、
肖
像
の
使
用
に
つ
き
肖
像
本
人
と
契
約
関
係

を
持
た
な
い
者
に
よ
る
、
肖
像
の
商
業
的
価
値
へ
の
違
法
な
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
の
局
面
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
局
面
に
お
い
て
の

み
な
ら
ず
、
肖
像
の
商
業
的
価
値
が
取
引
を
介
し
て
肖
像
本
人
以
外
の
者
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
る
局
面
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
の
商
業
的

価
値
の
法
的
把
握
が
問
題
と
な（
1
）る。
そ
の
商
業
的
価
値
の
享
受
は
、
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
カ
レ
ン
ダ
ー
や
プ
ロ
野
球
カ
ー
ド
等
の
商

品
に
ア
イ
ド
ル
や
野
球
選
手
の
肖
像
を
付
す
こ
と
等
に
よ
る
肖
像
の
商
品
化
や
、
健
康
器
具
の
広
告
ポ
ス
タ
ー
に
タ
レ
ン
ト
の
肖
像
を
付

す
こ
と
等
に
よ
る
肖
像
の
広
告
利
用
と
い
う
態
様
に
お
い
て
行
わ
れ（
2
）る。
こ
の
と
き
、
肖
像
に
顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
者
の
典
型
例
で
あ

る
芸
能
人
や
人
気
ス
ポ
ー
ツ
選
手
（
こ
の
よ
う
な
者
に
代
表
さ
れ
る
肖
像
本
人
を
、
以
下
、
Ａ
と
称
す
る
）
は
、
事
務
所
や
球
団
（
以
下
、
Ｂ
と

称
す
る
）
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
は
、
肖
像
本
人
の
肖
像
を
商
品
化
や
広
告
の
形
で
利
用
す
る
こ
と
を
望

む
者
（
前
述
の
例
に
お
い
て
は
カ
レ
ン
ダ
ー
や
健
康
器
具
を
製
作
・
販
売
す
る
会
社
で
あ
り
、
以
下
、
Ｃ
と
称
す
る
）
は
、
Ａ
の
肖
像
の
利
用
に
つ

い
て
の
許
諾
を
Ｂ
か
ら
得
て
、
Ｂ
に
そ
の
対
価
を
支
払
う
こ
と
が
多（
3
）い。
そ
し
て
、
Ａ
の
肖
像
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
許
諾
を
Ｂ
自
ら

が
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
Ａ
Ｂ
間
の
取
引
（
専
属
契
約
、
選
手
契
約
等
）
に
お
い
て
は
、
Ａ
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
に
つ

き
、
Ｂ
に
「
譲
渡
」
す
る（
4
）旨や

、
Ｂ
が
「
専
属
的
に
取
得
」
す
る（
5
）旨が

定
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
Ａ
Ｂ
間
及
び
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Ｂ
Ｃ
間
の
取
引
を
考
察
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
取
引
に
お
い
て
生
じ
る
紛
争
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
例
は
未
だ
な
い
も
の
の
、
下
級
審
裁
判
例
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
紛

争
が
生
じ
得
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
、
⑴
肖
像
本
人
Ａ
の
所
属
事
務
所
等
Ｂ
は
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
根
拠
と
し
て
、
Ａ
に
あ
ら
た
め
て
承

諾
を
取
る
こ
と
な
く
第
三
者
Ｃ
に
Ａ
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
再
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
又
は
、
Ｃ
に
Ａ
の
肖
像
の
使
用
を
再
許

諾
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
生
じ
得
る
。
訴
訟
に
お
い
て
は
、
Ｃ
に
よ
る
肖
像
利
用
を
快
く
思
わ
な

か
っ
た
Ａ
が
、
①
Ｃ
は
Ａ
の
肖
像
使
用
権
を
有
さ
ず
、
Ｃ
に
よ
る
使
用
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
Ｃ
に
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
場（
6
）合と
、
②

Ｂ
は
Ｃ
に
Ａ
の
肖
像
の
使
用
を
許
諾
す
る
権
限
を
有
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
場（
7
）合と

が
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
⑵
所
属
事
務
所
等

Ｂ
は
、
Ａ
Ｂ
間
の
取
引
に
基
づ
き
、
Ａ
の
肖
像
を
違
法
に
利
用
し
た
者
（
以
下
、
Ｄ
と
す
る
）
に
対
し
て
自
己
の
名
に
お
い
て
損
害
賠
償

請
求
を
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な（
8
）る。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
前
提
に
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
「
譲
渡
可
能
性（
9
）論」
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ブ
リ
シ

テ
ィ
権
は
譲
渡
性
の
あ
る
権
利
だ
と
解
し
、
Ａ
Ｂ
間
に
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
譲
渡
」
を
認
め
る
場
合
に
は
、
Ｂ
に
よ
る
Ｃ
へ
の
再
譲

渡
・
再
許
諾
、
及
び
Ｂ
の
自
己
の
名
に
お
け
る
Ｄ
に
対
す
る
責
任
追
及
を
認
め
る
方
向
に
傾
く
と
さ
れ
る
。
逆
に
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の

譲
渡
性
を
否
定
し
、
Ａ
Ｂ
間
の
契
約
に
債
権
的
効
力
し
か
認
め
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
が
可
能
で
な
い
と
考
え
る
方
向
に
傾
く
と
さ
れ

る
）
10
（

。
そ
の
た
め
、
前
述
の
⑴
・
⑵
の
紛
争
へ
の
対
処
に
つ
い
て
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
譲
渡
可
能
性
に
つ
い
て
の
考
察
が
前
提
と
し
て
必

要
に
な
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
譲
渡
可
能
性
に
つ
い
て
の
議
論
状
況
を
見
る
と
、
譲
渡
の
客
体
た
る

「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
」
の
内
容
と
し
て
い
か
な
る
権
利
を
想
定
し
て
い
る
か
の
相
違
が
そ
の
ま
ま
譲
渡
可
否
の
帰
結
を
左
右
す
る
こ
と
が

あ
）
11
（
る
。
ま
た
、「
譲
渡
」
を
肯
定
す
る
立
場
の
中
で
も
、
そ
の
「
譲
渡
」
の
効
果
と
し
て
具
体
的
に
何
を
想
定
し
て
い
る
の
か
は
一
様
で

な
）
12
（

い
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
⑴
・
⑵
の
紛
争
へ
の
対
処
の
た
め
に
必
要
と
な
る
基
礎
作
業
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
譲
渡
の
可
否
に
つ

き
二
者
択
一
を
行
う
こ
と
よ
り
は
む
し
ろ
、
Ａ
Ｂ
間
の
取
引
に
お
い
て
は
い
か
な
る
権
利
を
対
象
と
し
て
い
か
な
る
法
律
行
為
が
行
わ
れ
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て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
肖
像
本
人
Ａ
と
そ
の
所
属
事
務
所
等
Ｂ
と
の
間
に
お
け
る
取
引
に
つ
き
、
肖
像
の
利
用
に
関
す
る
部
分

は
い
か
な
る
法
的
構
成
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
設
定
す
る
。

　
肖
像
本
人
Ａ
と
そ
の
所
属
事
務
所
等
Ｂ
と
の
間
の
取
引
に
つ
い
て
の
従
来
の
議
論
を
み
る
と
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
債
権
的
効
力
の
み
を
持

つ
契
約
と
し
て
構
成
す
る
見
）
13
（

解
と
、
譲
渡
と
い
え
る
物
権
的
効
力
を
持
つ
契
約
と
し
て
構
成
す
る
見
）
14
（

解
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

表
現
を
換
え
れ
ば
、
氏
名
・
肖
像
等
の
個
人
の
人
格
を
構
成
す
る
要
素
が
持
っ
て
い
る
経
済
的
価
値
で
あ
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
）
15
（
値
を
、
契

約
と
い
う
法
的
枠
組
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
の
見
方
の
違
い
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
肖
像
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ

価
値
と
は
何
か
（
そ
の
よ
う
な
経
済
的
価
値
と
人
の
肖
像
が
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
結
び
つ
い
て
い
る
か
）
と
い
う
問
題
と
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ

価
値
の
本
人
以
外
の
者
に
よ
る
享
受
の
た
め
に
行
わ
れ
る
取
引
の
法
的
構
成
の
問
題
を
、
連
結
し
た
議
論
と
し
て
行
う
こ
と
が
有
用
だ
と

考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
の
本
質
論
と
Ａ
Ｂ
間
取
引
の
法
的
構
成
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
を
す
る
た
め
に
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
示
唆
を
求
め
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
肖
像
が
商
品
化
や
広
告
の
た
め
に
利
用
さ
れ
、
肖
像
に
関
し
て
経
済
的
価
値

が
生
じ
て
い
る
と
い
う
社
会
実
態
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
何
ら
か
の
契
約
が
有
効
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
破
毀
院
が
承
認
し
て
お
）
16
（
り
、
学
説
上
も
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
取
引
の
法

的
構
造
を
い
か
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
破
毀
院
は
明
確
に
示
し
て
お
ら
ず
、
学
説
に
よ
る
議
論
は
収
束
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
フ

ラ
ン
ス
学
説
に
お
け
る
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
の
見
解
の
違
い
は
、
何
に
つ
い
て
の
理
解
の
違
い
に
起

因
す
る
も
の
な
の
か
を
分
析
す
る
と
、
肖
像
自
体
に
財
産
的
価
値
を
認
め
る
か
否
か
の
違
い
に
由
来
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ

の
違
い
を
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
肖
像
概
念
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
肖
像
に
い
か
な
る
機
能
を
見
出
す
か
と
い
う
こ
と
に

行
き
着
く
。
こ
の
点
は
、
日
本
法
に
お
け
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
の
本
質
論
と
Ａ
Ｂ
間
取
引
の
法
的
構
成
と
の
関
係
を
検
討
す
る
本
稿
に
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示
唆
を
与
え
得
る
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
章
以
下
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
概
念
と
財
産
的
価
値
の
関
係
を
分
析

し
（
第
二
章
）、
そ
の
後
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
学
説
を
検
討
す
る
（
第
三
章
）。

二
　
肖
像
概
念
と
財
産
的
価
値
の
関
係

　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
の
法
的
構
成
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
利
用
さ
れ
る
「
肖
像
」
が
フ
ラ
ン
ス

法
上
ど
の
よ
う
な
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
（
第
一
節
）。
そ
の
上
で
、
そ
の
「
肖
像
」
に
ど
の
よ

う
な
機
能
が
見
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
結
果
と
し
て
肖
像
自
体
に
財
産
的
価
値
が
存
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
か
を
検
討
し
（
第

二
節
）、
第
三
章
に
お
け
る
取
引
の
法
的
構
造
の
分
析
の
材
料
を
得
る
。

㈠
　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
肖
像
（im

age

）」
と
は

―
容
貌
と
具
体
的
肖
像

　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、「
肖
像
（im

age
）」
と
い
う
語
は
、「
肖
像
権
（droit à l

’image

）」
や
「
肖
像
の
利
用
（exploitation  

de l

’image

）」
等
の
形
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
「
肖
像
」
と
は
何
を
指
す
の
か
を
、
本
節
に
お
い
て
確
認
す
る
。

　
ま
ず
、
法
律
用
語
辞
典
に
お
い
て
は
、
肖
像
は
二
つ
の
項
目
に
分
け
て
説
明
さ
れ
る
。
一
つ
目
の
項
目
に
お
い
て
は
、
肖
像
は
「
あ
る

個
人
又
は
あ
る
物
の
外
見
（apparence visible

）」
す
な
わ
ち
「
あ
る
人
又
は
あ
る
財
産
の
物
理
的
側
面
」
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
物
理

的
側
面
は
、
人
の
場
合
に
つ
い
て
は
「
そ
の
人
の
人
格
の
一
部
分
」
だ
と
さ
れ
る
。
二
つ
目
の
項
目
に
お
い
て
は
、
肖
像
は
「
あ
る
人
又

は
あ
る
財
産
の
描
写
表
現
（représentation

）」
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
目
の
意
味
の
肖
像
は
、
一
つ
目
の
意
味
の
肖
像
を
、
絵
画
や

写
真
等
の
何
ら
か
の
手
段
に
よ
っ
て
再
現
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
）
17
（

る
。

　
肖
像
概
念
を
二
種
類
に
区
別
す
る
と
い
う
姿
勢
は
、
人
体
の
効
用
の
一
つ
と
し
て
肖
像
を
位
置
づ
け
る
学
説
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
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ゼ
ナ
テ
ィ
＝
ル
ベ
は
、
肖
像
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
、
あ
る
人
間
又
は
あ
る
物
の
外
形
（form

e

）
を
指
す
「
源
泉
と
し
て
の
肖
像

（im
age-source

）」
と
、
そ
の
外
形
を
デ
ッ
サ
ン
・
絵
画
・
彫
刻
・
写
真
・
映
画
等
の
媒
体
の
上
に
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
写
し
た

も
の
を
指
す
「
再
現
と
し
て
の
肖
像
（im

age-reproduction

）」
に
分
け
て
説
明
す
る
。
前
者
の
肖
像
は
、
人
格
の
基
盤
で
あ
る
身
体
と
不

可
分
一
体
の
も
の
と
さ
れ
、
後
者
の
肖
像
の
源
泉
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
の
意
味
は
、
た
と
え
ば
風
刺
画
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、「
再
現
と
し
て
の
肖
像
」
は
「
源
泉
と
し
て
の
肖
像
」
の
忠
実
な
複
製
で
は
な
い
こ
と
、
及
び
前
者
は
人
格
権
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
後
者
は
著
作
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
存
す
る
と
説
か
れ
）
18
（
る
。

　
ま
た
、
財
産
（bien
）
概
念
を
主
題
と
す
る
学
位
論
文
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
肖
像
概
念
の
区
別
が
説
か
れ
る
。
ベ
ル
リ
オ
ズ
は
、
人

の
外
見
（apparence

）
を
意
味
す
る
抽
象
的
・
一
般
的
な
肖
像
と
、
そ
の
人
物
の
あ
る
特
定
さ
れ
た
瞬
間
に
お
け
る
痕
跡
が
写
真
・
絵

画
・
彫
刻
等
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
媒
体
へ
固
定
さ
れ
た
も
の
を
意
味
す
る
個
別
具
体
的
な
肖
像
を
区
別
す
る
。
前
者
の
肖
像
に
つ
い
て
は
、

人
か
ら
分
離
さ
れ
得
ず
、
時
の
経
過
に
よ
っ
て
そ
の
人
が
変
遷
を
す
る
こ
と
に
伴
っ
て
、
肖
像
も
ま
た
変
化
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
後
者
の
肖
像
は
、
モ
デ
ル
た
る
人
物
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
変
化
し
な
い
も
の
だ
と
し
て
理
解
さ
れ
）
19
（
る
。
ベ
ル
リ
オ
ズ

に
よ
れ
ば
、
後
者
の
意
味
で
の
肖
像
は
、
人
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
客
体
た
る
肖
像
と
し
て
、
財
産
と
性
質
決
定
さ
れ
、
モ
デ
ル
た
る
人
物

の
資
産
（patrim

oine

）
の
構
成
要
素
と
な
）
20
（
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
肖
像
を
法
的
に
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
、
人
の
容
貌
と
し
て
の
肖
像
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
意
味
に

お
け
る
肖
像
（apparence

又
はim

age-source

）
と
、
容
貌
が
媒
体
に
固
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
肖
像
、
す
な
わ
ち
具
体
化
さ
れ
た
肖

像
（im

age-représentation

又
はim

age-reproduction

）
の
二
種
類
の
肖
像
が
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
複
数
の
論
者
に
よ
っ
て
採
ら
れ
て
い

る
。
以
下
で
は
前
者
を
「
容
貌
」
と
称
し
、
後
者
を
「
具
体
的
肖
像
」
と
称
す
る
。
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
を
扱
う
フ
ラ
ン
ス

学
説
で
は
、
単
に
「
肖
像
」
と
の
み
表
記
し
て
論
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
容
貌
と
具
体
的
肖
像
の
ど
ち
ら
を
念
頭
に
お
い
て
論
じ
て
い
る

の
か
が
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
の
点
は
次
節
に
お
い
て
確
認
す
る
。
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㈡
　
肖
像
の
機
能
と
財
産
的
価
値
の
関
係

　
次
に
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
に
つ
い
て
論
じ
る
各
学
説
に
お
い
て
は
、
肖
像
が
い
か
な
る
機
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
。
大
別
し
て
、
個
人
を
同
定
す
る
機
能
の
み
を
見
出
す
考
え
方
と
、
有
名
な
人
格
を
想
起
す
る
機
能
を
も

見
出
す
考
え
方
と
が
あ
る
。
前
者
の
考
え
方
は
肖
像
に
財
産
的
価
値
を
認
め
な
い
帰
結
と
な
り
、
後
者
の
考
え
方
は
、
肖
像
に
お
い
て
財

産
的
価
値
を
認
め
る
帰
結
と
な
る
。

1
　
肖
像
に
お
い
て
財
産
的
価
値
を
認
め
な
い
見
解

　
マ
リ
ノ
ー
は
、
本
来
は
非
財
産
的
な
要
素
で
あ
る
人
格
属
性
（attribut de la personnalité

）
が
、
金
銭
評
価
可
能
な
価
値
を
持
つ
よ
う

に
な
る
と
い
う
「
財
産
化
（patrim

onialisa

）
21
（
tion

）」
現
象
の
法
的
な
説
明
を
目
的
と
す
る
論
文
に
お
い
て
、
肖
像
を
、
個
人
を
同
定
す
る

機
能
を
持
つ
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
出
発
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の
氏
名
・
声
・
肖
像
に
つ
き
、
そ
の
人
自
身

を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
見
出
し
、
個
人
の
同
一
性
（identité

）
の
認
識
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
）
22
（
る
。
法

律
用
語
辞
典
で
は
、
同
一
性
は
、
あ
る
自
然
人
が
そ
の
人
自
身
で
あ
り
他
の
人
物
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
人
が
他
の
人
物
と
区

別
さ
れ
識
別
さ
れ
る
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
）
23
（
る
。
ま
た
マ
リ
ノ
ー
自
身
も
、
同
一
性
の
問
題
と
は
、
社
会
生
活
す
な

わ
ち
他
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、
容
姿
の
上
で
、
及
び
社
会
的
に
、
人
を
識
別
可
能
に
す
る
こ
と
だ
と
説
）
24
（

く
。
そ
し
て
、
マ
リ
ノ
ー
は
、

氏
名
・
声
・
肖
像
と
い
っ
た
三
つ
の
人
格
属
性
の
他
に
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
・
イ
ニ
シ
ャ
ル
・
芸
名
・
あ
だ
名
も
同
定
機
能
を
持
つ
と

す
る
。
そ
し
て
、
同
定
機
能
を
持
つ
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
個
人
情
報
（inform

ations personnelles

）
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
に
お
い
て
捉
え
ら

れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
は
個
人
情
報
の
総
体
と
し
て
定
義
さ
れ
る
私
生
活
（vie privée

）
を
共
通
項
と
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
）
25
（

る
。
た

だ
、
こ
れ
ら
の
種
々
の
個
人
情
報
の
中
で
も
、
マ
リ
ノ
ー
は
肖
像
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
固
有
の
特
徴
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
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と
え
ば
そ
の
人
自
身
が
年
を
取
れ
ば
肖
像
も
老
け
る
よ
う
に
、
肖
像
が
本
人
と
共
に
変
遷
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
変
遷
す
る
と
い

う
特
徴
は
、
全
て
の
人
格
属
性
に
お
け
る
通
有
性
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
名
に
お
い
て
は
見
出
さ
れ
な
い
特
徴
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

変
遷
性
の
有
無
の
差
は
、
具
体
的
帰
結
の
差
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
マ
リ
ノ
ー
は
述
べ
）
26
（
る
。
そ
の
具
体
的
帰
結
と
し
て
、
肖
像
は

人
と
内
在
的
に
結
び
つ
い
て
お
り
人
か
ら
分
離
さ
れ
得
な
い
、
す
な
わ
ち
客
体
た
る
こ
と
を
可
能
た
ら
し
め
る
外
部
性
が
な
い
の
に
対
し

て
、
名
で
あ
れ
ば
、
そ
の
抽
象
性
を
理
由
と
し
て
人
か
ら
分
離
さ
れ
得
る
と
さ
れ
て
い
）
27
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
マ
リ
ノ
ー
が
肖
像
に
つ
き
、
本
人
と
共
に
変
遷
し
、
本
人
か
ら
分
離
さ
れ
得
な
い
と
い
う
特
徴
を
見
出
し
て
い
る
こ
と

か
ら
は
、
前
節
に
お
い
て
提
示
し
た
二
種
類
の
肖
像
の
う
ち
マ
リ
ノ
ー
が
念
頭
に
お
く
の
は
容
貌
の
方
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
で
は
、
容
貌
と
い
う
意
味
に
お
け
る
肖
像
を
念
頭
に
お
い
て
議
論
を
進
め
る
マ
リ
ノ
ー
か
ら
は
、
肖
像
そ
れ
自
体
に
財
産
的
価
値
が
存

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
点
、
マ
リ
ノ
ー
は
、
マ
レ
＝
プ
ジ
ョ
ル
が
先
鞭
を
つ
け
、
ド
レ
イ
エ
が
深
化
さ
せ
た
分
析
を
支
持

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肖
像
そ
れ
自
体
の
財
産
的
価
値
を
否
定
す
る
。
マ
レ
＝
プ
ジ
ョ
ル
の
論
文
は
、
情
報
に
対
す
る
専
有

（appropriation

）
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で
あ
）
28
（

る
。
そ
の
後
半
で
は
、
個
人
情
報
に
対
し
て
専
有
が
認
め
ら
れ
る
か
、
個
人
情
報
を
所
有

権
の
客
体
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
が
論
じ
ら
れ
）
29
（
る
。
そ
の
議
論
の
中
で
、
人
の
肖
像
も
人
に
つ
い
て
の
情
報
の
特
殊
な

形
で
あ
る
と
さ
れ
た
上
で
、
人
の
肖
像
に
つ
き
、
専
有
に
は
な
じ
ま
な
い
と
い
う
評
価
が
さ
れ
て
い
）
30
（

る
。
そ
し
て
、
肖
像
が
専
有
に
な
じ

ま
な
い
と
い
う
評
価
は
ド
レ
イ
エ
に
よ
っ
て
も
下
さ
れ
て
い
る
。
ド
レ
イ
エ
は
、
肖
像
は
、
人
自
身
か
ら
切
り
離
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
独
自
の
財
産
的
価
値
を
持
た
な
い
と
考
え
）
31
（

る
。
そ
の
上
で
、
肖
像
は
財
産
概
念
に
還
元
さ
れ
得
ず
、
物
権
の
客
体
た
り
得
な

い
と
理
解
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
ド
レ
イ
エ
は
、
肖
像
を
客
体
と
す
る
財
産
権
が
契
約
を
経
ず
し
て
先
存
す
る
こ
と
は
な
い
と

い
う
立
場
を
採
）
32
（
る
。
マ
リ
ノ
ー
は
、
こ
の
ド
レ
イ
エ
の
結
論
を
支
持
し
て
い
）
33
（
る
。
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2
　
肖
像
に
お
い
て
財
産
的
価
値
を
認
め
る
見
解

　
⑴
　
人
格
属
性
に
付
加
さ
れ
た
財
産
的
価
値

　
前
項
で
挙
げ
た
見
解
と
は
異
な
り
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
有
名
人
の
肖
像
に
つ
い
て
は
個
人
の
同
定
機
能
に
と
ど
ま
ら
な
い
効
用
を
見
出
す
。

こ
の
効
用
は
、
人
格
属
性
の
一
次
的
機
能
の
上
に
付
加
さ
れ
た
二
次
的
効
用
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
）
34
（
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ワ
ゾ
ー
も
、
肖

像
が
人
格
属
性
と
し
て
個
人
を
識
別
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
機
能
に
付
加
さ
れ
た
形
で
存
在
す

る
肖
像
の
価
値
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
以
下
に
敷
衍
す
る
。

　
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
肖
像
の
二
次
的
効
用
を
、
商
標
が
有
す
る
一
次
的
機
能
と
二
次
的
効
用
の
関
係
と
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
だ
と

す
る
。
商
標
は
、
商
品
又
は
役
務
の
識
別
を
可
能
に
し
、
そ
の
出
所
（origine

）
の
同
一
性
（identité

）
を
保
証
す
る
こ
と
が
本
質
的
機

能
だ
と
さ
れ
て
い
）
35
（

る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
を
一
次
的
機
能
と
位
置
づ
け
た
と
き
に
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
次
の
よ
う
な
実
務
に
お
い
て
、
商
標

の
二
次
的
効
用
が
表
れ
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
消
し
ゴ
ム
や
、
ペ
リ
エ
の
ボ
ト
ル
の
形
を
し
た
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
を
販

売
す
る
場
合
に
は
、
消
し
ゴ
ム
や
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
と
い
う
商
品
の
出
所
の
表
示
と
し
て
コ
カ
・
コ
ー
ラ
や
ペ
リ
エ
の
商
標
が
使
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
や
ペ
リ
エ
の
商
標
は
、
そ
の
一
次
的
な
機
能
と
し
て
は
、
飲
料
製
品
の
出
所
の
表
示
と
し

て
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
場
合
に
は
商
標
は
消
し
ゴ
ム
や
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
次
的
機
能
を
発
揮

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
商
標
は
、
そ
れ
ら
が
付
さ
れ
る
商
品
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
商
標
の
有
名
性
（notoriété

）
及
び
顧
客
吸
引
力
（pouvoir attractif

）
の
効
果
と
し
て
、
そ
の
商
標
自
体
か
ら
利
益
が
引
き
出
さ
れ

る
と
い
う
形
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
消
し
ゴ
ム
や
ペ
リ
エ
の
ボ
ト
ル
の
形
を
し
た
キ
ー
ホ
ル

ダ
ー
は
、
二
次
製
品
（produits dérivés

）
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
、
ス
テ
ッ
カ
ー
、
ポ
ス
タ
ー
、
人
形
等
の

様
々
な
商
品
に
、
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
、
映
画
等
の
登
場
人
物
を
付
し
て
販
売
す
る
と
い
う
商
品
化
事
業
（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ

イ
ジ
ン
グ
）
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
商
品
も
、
上
記
の
コ
カ
・
コ
ー
ラ
の
消
し
ゴ
ム
や
ペ
リ
エ
の
ボ
ト
ル
の
形
を
し
た
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
と
ア
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イ
デ
ィ
ア
を
同
じ
く
す
る
二
次
製
品
だ
と
さ
れ
る
。
両
者
に
共
通
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
有
名
性
を
理
由
と
し
て
、
商
標
や
登
場
人
物
そ

れ
自
体
が
、
商
品
化
し
得
る
要
素
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
格
属
性
の
利
用
も
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
ロ
ワ
ゾ
ー
は
主
張
す
）
36
（
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
名
・
肖
像
・
声
等
の
人
格
属
性
は
、
大
衆
が
そ
れ
に
接
し
た
と
き
に
特
定
の
人
格
を

想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
働
き
を
持
つ
も
の
だ
と
さ
れ
）
37
（
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
は
、
肖
像
等
の
人
格
属
性
を
同
定
機
能
を
持
つ
情

報
と
し
て
の
み
捉
え
る
マ
リ
ノ
ー
の
理
解
か
ら
は
見
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
格
属
性
は
、
こ
の
よ
う
な
主
体

の
有
名
性
の
効
果
に
よ
っ
て
財
産
的
価
値
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
商
品
化
し
得
る
財
産
に
変
化
す
る
と
主
張
さ
れ
）
38
（
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
人
格
属
性
が
有
名
性
と
い
う
財
産
的
価
値
の
媒
体
と
し
て
機
能
す
る
と
も
説
明
さ
れ
）
39
（

る
。
一
般
に
、「
有
名
性
」
と
い
う
概

念
は
、「
個
人
の
名
声
（renom

m
ée, réputat

）
40
（ion

）」
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
同
概
念
を
、
才
能
等
の
質
的
・
主
観

的
評
価
を
含
む
「
名
声
」
概
念
よ
り
広
く
解
し
て
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
量
的
・
客
観
的
意
味
に
お
い

て
用
い
る
学
説
も
あ
）
41
（
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、「
有
名
性
」
と
は
映
画
界
、
ス
ポ
ー
ツ
界
、
文
学
界
等
に
お
け
る
職
業
活

動
の
所
産
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
経
済
的
価
値
を
有
し
、
そ
の
価
値
は
顧
客
吸
引
力
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
も
の
だ
と
捉
え
て
い
）
42
（

る
。

　
有
名
性
の
効
果
に
よ
っ
て
人
格
属
性
が
獲
得
す
る
財
産
的
価
値
を
保
護
す
べ
き
根
拠
と
し
て
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
次
の
三
つ
を
挙
げ
る
。
第

一
に
、
あ
る
人
が
有
名
で
あ
る
こ
と
は
、
偶
然
の
産
物
と
い
う
よ
り
も
、
長
き
に
わ
た
る
労
働
（travail

）
の
結
果
で
あ
る
か
ら
だ
と
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
労
働
と
は
、
あ
る
人
物
が
公
衆
の
認
識
を
得
る
た
め
に
数
々
の
投
資
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
有
名

性
が
も
た
ら
す
経
済
的
価
値
は
、
努
力
の
対
価
と
し
て
そ
の
有
名
性
を
獲
得
し
た
者
に
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
努
力

を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
第
二
に
、
も
し
有
名
な
氏
名
や
肖
像
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
目
的
で
使
わ
れ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
ら
の
人
格
属
性
の
価
値
が
失
わ
れ
か
ね
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
氏
名
や
肖
像
が
伝
達
し
て
い
る

ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
（im

age de m
arque

）
と
両
立
し
な
い
利
用
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
人
格
属
性
の
価
値
は
下
が
る
。
こ
の
よ
う

な
利
用
の
例
と
し
て
、
普
段
は
高
級
な
香
水
の
広
告
に
使
用
さ
れ
て
い
た
女
優
の
氏
名
が
、
廉
価
な
食
品
の
広
告
に
自
由
に
用
い
ら
れ
る
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場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
消
費
者
を
誤
っ
た
方
向
に
誘
導
し
な
い
た
め
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
有
名
人
の
氏
名
・
肖

像
が
、
実
際
に
は
そ
の
有
名
人
本
人
が
推
奨
し
て
い
な
い
商
品
又
は
役
務
の
販
売
促
進
の
た
め
に
無
断
で
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
消
費

者
保
護
に
影
響
が
出
る
と
説
明
さ
れ
）
43
（
る
。
こ
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
、
人
格
属
性
に
お
け
る
財
産
的
価
値
の
保
護
は
、
全

て
の
人
に
等
し
く
認
め
ら
れ
る
人
格
保
護
の
た
め
の
権
利
（「
人
格
の
一
次
的
権
利
」）
を
第
一
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
た
場
合
の
、
第
二
段

階
に
お
け
る
法
的
保
護
だ
と
さ
れ
る
。
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
こ
の
第
二
段
階
の
法
的
保
護
を
担
う
財
産
的
権
利
を
、
人
格
属
性
に
お
け
る
財
産

的
価
値
を
客
体
と
す
る
「
人
格
の
派
生
的
権
利
（droit dérivé de la personnalité

）」
と
呼
称
す
）
44
（
る
。
そ
し
て
、「
人
格
の
一
次
的
権
利
」

が
「
人
格
の
派
生
的
権
利
」
の
発
生
の
条
件
と
な
る
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
）
45
（

る
。

　
以
上
の
議
論
に
お
い
て
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
肖
像
に
つ
き
「im

age

」
と
の
み
表
記
し
て
い
る
も
の
の
、
ロ
ワ
ゾ
ー
に
よ
る
肖
像
理
解
は
、

第
一
節
に
て
提
示
し
た
二
種
類
の
肖
像
の
う
ち
、
具
体
的
肖
像
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
推
察
で
き
る
。
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
有
名
人
の
肖
像

が
果
た
す
機
能
を
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
、
ス
テ
ッ
カ
ー
、
ポ
ス
タ
ー
、
人
形
等
の
様
々
な
商
品
に
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
、
映
画
等
の
登
場
人
物
を
付

す
と
い
う
商
品
化
事
業
と
の
類
比
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
様
々
な
商
品
こ
そ
、
容
貌
を
媒
体
に
固
定
し
た
も
の
に

他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
具
体
的
肖
像
の
典
型
例
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
⑵
　
人
格
属
性
か
ら
独
立
し
た
有
名
性
の
価
値

　
有
名
性
が
も
た
ら
す
肖
像
の
経
済
的
価
値
を
、
人
格
属
性
が
有
す
る
財
産
的
価
値
と
し
て
法
的
に
把
握
す
る
ロ
ワ
ゾ
ー
の
見
解
に
対
し

て
、
そ
の
よ
う
な
価
値
を
人
格
権
の
問
題
と
は
切
り
離
し
て
法
的
に
捉
え
る
見
解
も
あ
る
。

　
ブ
リ
ュ
ギ
エ
ー
ル
は
、
肖
像
の
経
済
的
価
値
が
問
題
に
な
る
場
合
に
お
け
る
「
肖
像
」
は
、
個
人
の
人
格
属
性
と
し
て
の
肖
像
で
は
な

い
と
考
え
る
。
こ
の
理
解
の
前
提
と
し
て
、
芸
能
人
等
の
公
人
の
肖
像
と
、
私
人
の
肖
像
で
は
、
法
的
性
質
が
異
な
る
と
主
張
さ
れ
る
。

私
人
の
肖
像
は
、
顏
立
ち
（traits physiques

）
の
単
な
る
再
現
又
は
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
公
人
の
肖
像
は
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
と

同
一
視
で
き
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
人
の
芸
名
・
肖
像
・
声
・
演
出
さ
れ
た
公
生
活
は
有
名
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
こ
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ろ
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
そ
の
人
物
の
私
人
と
し
て
の
人
格
を
正
確
に
転
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
人
と
し
て
の
人
格
と
は
全
く

別
の
標
章
（signes

）
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
あ
る
国
民
的
ロ
ッ
ク
歌
手
が
、
芸
能
人
と
し
て
の
生
活
に
お
い
て
は

反
権
力
的
な
姿
勢
を
示
し
つ
つ
、
個
人
と
し
て
の
生
活
に
お
い
て
は
全
く
以
て
保
守
的
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
公
の
イ
メ
ー
ジ
（im

age publique

）
と
も
い
う
こ
と
の
で
き
る
、
上
記
の
公
人
の
芸
名
・
肖
像
・
声
・
演
出
さ
れ
た
公
生
活
が

持
つ
有
名
性
は
、「
有
名
性
の
権
利
（droits de la notoriété

）」
と
い
う
人
格
権
と
は
全
く
関
わ
り
の
な
い
新
た
な
無
体
所
有
権
に
よ
っ
て
、

そ
の
財
産
的
価
値
の
保
護
が
図
ら
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
）
46
（
る
。
そ
の
財
産
的
価
値
の
保
護
根
拠
は
、
有
名
性
の
構
築
に
向
け
て
行
わ
れ
た
経

済
的
投
資
（investissem

ent économ
ique

）
に
求
め
ら
れ
て
い
）
47
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ブ
リ
ュ
ギ
エ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
議
論
の
対
象
と
し
て
い
る
肖
像
が
、
マ
リ
ノ
ー
や
ロ
ワ
ゾ
ー
が
念
頭
に
お
く
人
格
属

性
と
し
て
の
肖
像
と
は
異
な
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
す
ブ
リ
ュ
ギ
エ
ー
ル
の
説
明
と
し
て
、「
肖
像
権
の
客
体
と
し
て
の

im
age

と
有
名
性
の
権
利
の
客
体
と
し
て
のim

age

は
同
じ
性
質
の
も
の
で
は
な
）
48
（
い
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見

方
も
、
肖
像
に
お
い
て
財
産
的
価
値
を
認
め
る
見
解
の
一
種
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
⑶
　
著
作
物
と
し
て
の
価
値

　
ま
た
、
肖
像
が
何
ら
か
の
金
銭
的
価
値
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
肖
像
本
人
の
顔
立
ち
（traits

）
に
対
す
る
一
種
の
著
作
権
を
認
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
保
護
す
る
見
解
も
あ
る
。
著
作
権
を
認
め
る
た
め
に
は
著
作
物
の
創
作
が
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
見
解
を
唱
え
る

ア
カ
ロ
ン
は
、
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
り
、
創
作
は
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
一
つ
目
に
、
ス
タ
ー
、
芸
能
人
、
又
は
商
業
的
に
利
用
し

得
る
顔
立
ち
を
有
す
る
全
て
の
人
は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
を
創
り
出
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー

ジ
は
、
そ
れ
ら
の
者
が
、
自
身
の
行
動
や
、
自
身
が
公
衆
の
前
に
姿
を
見
せ
る
そ
の
方
法
、
あ
る
い
は
自
身
の
生
活
様
式
や
嗜
好
を
公
開

す
る
こ
と
等
を
通
し
て
、
創
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
二
つ
目
に
、
ア
カ
ロ
ン
は
、
取
引
に
お
い
て
よ
り
求
め
ら
れ
る
肖
像
を
公
衆
に
提
供
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
生
ま
れ
つ
き
の
顔
立
ち
を
変
え
よ
う
と
外
科
手
術
を
用
い
る
者
も
い
る
こ
と
を
挙
げ
）
49
（

る
。
こ
の
見
解
は
、
創
作
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を
根
拠
と
し
て
肖
像
に
お
い
て
財
産
的
価
値
を
認
め
る
も
の
と
い
え
る
。

　
も
っ
と
も
、
ア
カ
ロ
ン
の
よ
う
に
、
人
の
顔
立
ち
を
著
作
物
に
見
立
て
た
上
で
著
作
権
そ
の
も
の
の
成
立
を
認
め
る
見
解
に
は
、
反
対

す
る
意
見
も
あ
る
。
カ
ロ
ン
は
、
人
の
肖
像
は
、
人
の
手
に
よ
る
独
創
の
介
在
を
必
要
と
す
る
著
作
物
で
は
な
い
と
す
る
。
唯
一
、
整
形

手
術
の
場
合
に
お
い
て
、
人
体
を
媒
体
と
し
た
著
作
物
が
成
立
し
得
る
と
述
べ
る
も
の
の
、
主
張
の
文
脈
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
は
例
外
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
著
作
隣
接
権
が
、
投
資
を
保
護
す
る
目
的
で
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
と
す
）
50
（

る
。
ま
た
、

カ
ロ
ン
は
、
肖
像
は
人
自
身
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
捉
え
る
マ
リ
ノ
ー
の
よ
う
な
立
場
に
反
対
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

著
作
物
と
そ
の
物
理
的
媒
体
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、
肖
像
も
、
人
体
と
い
う
物
理
的
媒
体
か
ら
分
離
さ
れ
得
る
か

ら
だ
と
述
べ
）
51
（
る
。
こ
の
点
、
第
一
節
に
て
提
示
し
た
二
種
類
の
肖
像
の
う
ち
容
貌
は
、
そ
の
人
自
身
と
共
に
時
の
経
過
に
従
っ
て
変
遷
す

る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
人
体
か
ら
分
離
さ
れ
得
な
い
存
在
だ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ロ
ン
の
見
解
に
お
い
て
は
、

第
一
節
に
て
提
示
し
た
二
種
類
の
肖
像
の
う
ち
具
体
的
肖
像
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

㈢
　
小
　
括

　
第
二
節
に
お
い
て
挙
げ
た
各
説
は
、
肖
像
の
使
用
に
対
し
て
金
銭
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
と
し
て
浮
彫
に
な
る
経
済
的
価

値
を
、
肖
像
そ
れ
自
体
の
財
産
的
価
値
と
し
て
法
的
に
把
握
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
一
方
で
、
マ
リ
ノ
ー
の

考
え
方
は
、「
肖
像
」
を
問
題
に
す
る
際
に
、
第
一
節
に
て
提
示
し
た
二
種
類
の
肖
像
の
う
ち
、
容
貌
の
方
を
想
定
す
る
。
そ
の
上
で
、

容
貌
と
し
て
の
肖
像
を
、
私
生
活
に
関
す
る
情
報
と
し
て
個
人
を
同
定
す
る
機
能
を
持
つ
も
の
と
捉
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
肖
像
は
、
人
自

身
か
ら
分
離
さ
れ
得
な
い
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
の
商
業
的
利
用
に
よ
っ
て
現
実
に
経
済
的
価
値
が
生
じ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
法
的
に
は
肖
像
そ
れ
自
体
が
有
す
る
財
産
的
価
値
と
し
て
は
把
握
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
は
財
産
と
し
て
の
法

的
性
質
が
否
定
さ
れ
、
肖
像
を
客
体
と
し
た
財
産
権
を
観
念
す
る
こ
と
も
否
定
さ
れ
る
。
他
方
で
、
ロ
ワ
ゾ
ー
を
中
心
と
し
て
、
肖
像
の



法学政治学論究　第116号（2018.3）

82

商
業
的
利
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
経
済
的
価
値
を
、
肖
像
そ
れ
自
体
が
有
す
る
財
産
的
価
値
と
し
て
法
的
に
評
価
す
る
見
解
が
あ
る
。
論
者

に
よ
っ
て
具
体
的
な
法
律
構
成
は
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
財
産
的
価
値
を
保
護
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
財
産
権
が
肖
像
に
対
し
て

観
念
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
見
方
は
、
同
じ
客
体
に
つ
い
て
財
産
性
を
認
め
る
か
否
か
が
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
格
属
性
の
経

済
的
価
値
に
つ
い
て
の
議
論
を
す
る
際
に
い
か
な
る
「
肖
像
」
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
か
の
違
い
に
由
来
し
て
帰
結
が
変
わ
っ
て
い
る

と
い
え
る
。

三
　
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
の
法
的
構
成

　
前
章
で
は
、
肖
像
に
お
い
て
財
産
的
価
値
を
認
め
る
見
方
と
認
め
な
い
見
方
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
も
っ
と
も
、
ど
ち
ら
の
見
方
に

拠
っ
て
も
、
肖
像
の
使
用
に
対
し
て
金
銭
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
価
値
が
浮
彫
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
は
否
定
で
き

な
い
こ
と
、
及
び
そ
の
よ
う
な
取
引
の
有
効
性
を
認
め
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
二
つ
の
見
方
の
違
い
は
、
取
引
の
有
効
性
で
は
な
く

そ
の
法
的
構
成
に
お
い
て
反
映
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
取
引
を
法
的
に
構

成
し
た
場
合
に
、
現
実
に
生
じ
て
い
る
経
済
的
価
値
は
契
約
と
い
う
法
的
枠
組
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
特
に
、

債
権
的
効
果
の
み
を
生
じ
さ
せ
る
契
約
と
理
解
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
利
用
独
占
権
の
移
転
と
い
う
物
権
的
効
力
を
持
つ
契
約
と
理
解

さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

㈠
　
判
例
・
裁
判
例
の
状
況

1
　
二
〇
〇
五
年
ベ
ル
サ
イ
ユ
控
訴
院
判
決
に
よ
る
利
用
独
占
権
移
転
効
の
承
認

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
の
法
的
構
成
と
し
て
、
財
産
的
性
質
を
持
つ
独
占
権
の
譲
渡
を
示
し
た
こ
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と
で
有
名
な
下
級
審
裁
判
例
が
あ
る
（
二
〇
〇
五
年
ベ
ル
サ
イ
ユ
控
訴
院
判
）
52
（

決
）。
そ
の
事
案
は
、
有
名
歌
手
で
あ
る
ジ
ョ
ニ
ー
・
ア
リ
デ
ィ

が
、
レ
コ
ー
ド
会
社
で
あ
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
、
様
々
な
製
品
の
上
に
自
身
の
肖
像
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
独
占
的

権
利
を
設
定
的
に
移
転
（concédé

）
し
て
い
る
と
い
う
前
提
に
お
い
て
、
被
告
会
社
が
、
カ
レ
ン
ダ
ー
（alm

anach

）
に
ジ
ョ
ニ
ー
・
ア

リ
デ
ィ
の
肖
像
を
無
断
で
使
用
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
使
用
行
為
に
つ
き
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
が
原
告
と
な
り
、

被
告
会
社
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
そ
の
際
、
原
告
は
、
ジ
ョ
ニ
ー
・
ア
リ
デ
ィ
の
肖
像
を
商
品
化
の
目
的
で
使
用
す
る
権
利
の
唯
一

の
帰
属
主
体
で
あ
る
と
い
う
資
格
を
援
用
し
た
。
ベ
ル
サ
イ
ユ
控
訴
院
は
、
一
般
論
と
し
て
、
肖
像
権
が
財
産
的
な
性
質
を
帯
び
る
旨
、

及
び
そ
の
財
産
的
な
権
利
を
対
象
と
し
た
契
約
が
締
結
さ
れ
得
る
旨
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
契
約
は
譲
渡
で
あ
り
、
譲
受
人
は
契
約

の
対
象
た
る
権
利
に
付
与
さ
れ
て
い
る
特
権
の
帰
属
主
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
。
こ
の
説
示
は
、
原
告
が
、
被
告
に
対
し
て
損

害
賠
償
を
求
め
る
訴
権
を
有
す
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
説
示
に
よ
っ
て
、
損
害
賠
償
は
肖
像

本
人
で
あ
る
ジ
ョ
ニ
ー
・
ア
リ
デ
ィ
で
は
な
く
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ベ
ル
サ
イ
ユ
控
訴
院
の
立

場
は
、
契
約
の
対
象
と
し
て
、
肖
像
の
利
用
を
独
占
で
き
る
財
産
権
を
観
念
）
53
（

し
、
肖
像
本
人
で
あ
る
ジ
ョ
ニ
ー
・
ア
リ
デ
ィ
と
、
レ
コ
ー

ド
会
社
で
あ
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
と
の
間
の
契
約
に
お
い
て
そ
の
権
利
の
移
転
効
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
の
実
益
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
が
自
己
の
名
に
お
い
て
直
接
に
肖
像
の
違
法
利
用
を
し
た
第
三
者
に
損
害
賠
償
を
請
求

す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
う
か
が
え
る
。
こ
の
立
場
に
つ
い
て
は
支
持
を
す
る
評
）
54
（
釈
が
あ
る
一
方
で
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
は
契
約
外
の
第
三
者
で
あ
る
被
告
会
社
を
訴
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
訴
訟
の
原
告
は
ジ
ョ
ニ
ー
・
ア
リ
デ
ィ
で
あ
る

べ
き
だ
と
す
る
評
）
55
（

釈
も
あ
る
。

2
　
二
〇
〇
八
年
破
毀
院
判
決
が
残
し
た
課
題

　
そ
の
後
、
二
〇
〇
八
年
に
、
肖
像
権
を
契
約
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
破
毀
院
が
初
め
て
承
認
す
る
判
決
が
出
）
56
（
た
。
そ
の
事
案
は
、
原
告
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で
あ
る
プ
ロ
の
モ
デ
ル
の
女
性
が
、
被
告
で
あ
る
写
真
代
理
店
と
の
間
で
、「
肖
像
権
の
譲
渡
（cession de droits à l

’image

）」　
と
い
う

名
称
の
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
契
約
に
お
い
て
、
一
回
分
の
写
真
撮
影
と
そ
れ
ら
の
写
真
の
商
業
的
利
用
を
許
可
し
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
原
告
が
、
許
可
の
対
象
と
な
る
利
用
の
態
様
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
契
約
の
無
効
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
破
毀

院
は
契
約
を
有
効
と
判
断
し
た
。
本
件
は
、
二
〇
〇
五
年
ベ
ル
サ
イ
ユ
控
訴
院
判
決
の
事
案
と
は
異
な
り
契
約
当
事
者
間
の
訴
訟
で
あ
り
、

肖
像
の
利
用
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
が
独
占
権
の
移
転
と
い
う
物
権
的
効
力
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
に
つ
き
判
断
の
必
要
が
な
い
も

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
判
決
は
肖
像
に
つ
き
財
産
的
権
利
を
観
念
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
本
件
契
約
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
も

言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
学
説
に
よ
る
本
判
決
の
理
解
が
分
か
れ
る
こ
と
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
は
、「
肖
像
権
の

譲
渡
」
と
い
う
当
事
者
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
契
約
の
名
称
が
判
決
文
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
本
判
決

は
権
利
移
転
効
を
伴
う
譲
渡
の
性
質
を
持
つ
契
約
を
指
向
す
る
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
）
57
（

る
。
他
方
で
、
破
毀
院
は
契
約
に
先

立
っ
て
存
在
す
る
財
産
権
も
、
そ
の
移
転
効
を
伴
う
譲
渡
契
約
も
認
め
て
い
な
い
と
理
解
す
る
学
説
も
あ
）
58
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
の
利

用
を
目
的
と
す
る
取
引
の
法
的
構
成
の
問
題
は
、
破
毀
院
が
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
て
い
る
も
の
と
い
え
）
59
（

る
。
よ
っ
て
、
以
下
で
は
学

説
の
検
討
を
行
う
。

㈡
　
債
権
契
約

1
　
人
格
権
の
一
時
的
な
不
行
使
の
債
務
を
中
心
に
把
握
す
る
見
解

　
肖
像
に
お
い
て
財
産
的
価
値
を
認
め
な
い
マ
リ
ノ
ー
に
よ
れ
ば
、
肖
像
は
物
権
の
客
体
と
な
り
得
ず
、
契
約
に
先
立
っ
て
契
約
の
対
象

た
り
得
る
よ
う
な
財
産
権
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
見
方
か
ら
は
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
契
約
に
お
い
て

は
い
か
な
る
物
権
の
移
転
も
生
じ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
契
約
の
対
象
は
、
契
約
に
よ
っ
て
発
生
す
る
債
権
債
務
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
肖
像
の
利
用
を
許
可
し
た
者
が
負
う
、
防
御
的
権
利
と
し
て
の
肖
像
権
の
一
時
的
な
不
行
使
と
い
う
為
さ
ざ
る
債
務
、
及
び
為
す
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債
務
だ
と
説
か
れ
る
。
こ
の
為
す
債
務
の
内
容
は
、
具
体
的
肖
像
の
作
成
及
び
拡
散
に
関
わ
る
給
付
だ
と
さ
れ
）
60
（
る
。
た
だ
し
、
こ
の
為
す

債
務
が
債
権
債
務
関
係
の
中
心
に
置
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
中
心
と
な
る
の
は
肖
像
権
の
一
時
的
な
不
行
使
と
い
う
不
作
為
債
務
だ
と
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
マ
リ
ノ
ー
は
肖
像
そ
れ
自
体
に
お
い
て
財
産
的
価
値
を
認
め
な
い
代
わ
り
に
、
肖
像
権
の
一
時
的
な
不
行
使
の
対
価

が
発
生
す
る
こ
と
を
以
て
間
接
的
に
肖
像
に
関
わ
る
財
産
的
価
値
を
見
出
す
。
ま
た
、
も
し
為
す
債
務
に
重
点
を
お
い
て
契
約
を
把
握
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
契
約
は
請
負
契
約
と
性
質
決
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
）
61
（

る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
肖
像
の
使
用
に
対
し
て
金
銭
が
支
払
わ
れ
る
取
引
に
よ
っ
て
現
実
に
浮
彫
に
な
る
肖
像
の
経
済
的
価
値
を
、
発

生
す
る
債
権
債
務
と
い
う
法
律
効
果
の
次
元
で
把
握
し
な
い
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
、
マ
リ
ノ
ー
の
見
方
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
経

済
的
価
値
は
契
約
と
い
う
法
的
枠
組
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
マ
リ
ノ
ー
は
、
そ
の
論
文
中
で
無
名
人
の
肖
像
を
テ
レ
ビ
番
組

等
に
使
用
す
る
ケ
ー
ス
を
例
に
挙
げ
）
62
（

る
一
方
で
、
自
身
の
債
権
契
約
構
成
を
、
有
名
人
の
肖
像
の
利
用
を
除
外
し
た
射
程
に
お
い
て
主
張

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
民
的
歌
手
の
ジ
ョ
ニ
ー
・
ア
リ
デ
ィ
が
眼
鏡
の
広
告
に
出
演
す
る
に
あ
た
っ
て
受
け
取
っ
た
金
銭
の
額
や
、

サ
ッ
カ
ー
選
手
の
ジ
ダ
ン
、
及
び
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
・
歌
手
で
あ
り
サ
ル
コ
ジ
元
大
統
領
の
夫
人
で
あ
る
カ
ー
ラ
・
ブ
ル
ー
ニ
・
サ

ル
コ
ジ
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
芸
能
人
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
、
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
、
歌
手
、
モ
デ
ル
が
人
格
属
性
を
金
銭
化
す
る
こ
と
を
社
会

的
な
現
象
と
し
て
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
現
象
の
法
理
論
的
説
明
を
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
）
63
（

る
。
そ
の
た
め
、
マ
リ
ノ
ー
の
立
場
か
ら

も
、
こ
の
よ
う
な
有
名
人
の
肖
像
を
含
め
た
肖
像
に
関
す
る
経
済
的
価
値
を
法
的
に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
点
、
マ
リ
ノ
ー
は
、
契
約
当
事
者
が
追
求
す
る
肖
像
の
利
用
は
、
契
約
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
動
機
（m

obile

）
で
あ

り
、
肖
像
利
用
者
が
得
る
利
益
と
し
て
理
解
さ
れ
る
コ
ー
ズ
（cause
）
だ
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
マ
リ
ノ
ー
に
と
っ
て
、
肖
像
の

利
用
を
目
的
と
す
る
契
約
の
対
象
、
す
な
わ
ち
契
約
に
お
い
て
発
生
す
る
法
律
効
果
の
次
元
に
属
す
る
も
の
は
、
肖
像
権
の
一
時
的
な
不

行
使
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
有
名
な
人
物
の
肖
像
の
利
用
か
ら
生
じ
る
経
済
的
価
値
は
、
こ
の
次
元
の
法
律
効
果
と
し
て
は
表
れ
て
い
な

い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
そ
の
よ
う
な
経
済
的
価
値
は
、
契
約
の
コ
ー
ズ
と
し
て
法
律
構
成
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
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き
理
由
と
し
て
、
マ
リ
ノ
ー
は
、
肖
像
本
人
の
有
名
性
と
い
う
も
の
を
法
的
に
ど
う
評
価
す
べ
き
か
に
つ
き
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
有

名
性
は
流
動
的
で
把
握
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
契
約
に
お
け
る
対
価
を
算
出
す
る
た
め
の
尺
度
に
は
な
り
得
て
も
、
そ
れ
を
権
利

の
客
体
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
）
64
（
る
。

　
こ
の
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
マ
リ
ノ
ー
は
、
肖
像
の
利
用
を
肖
像
本
人
保
護
又
は
公
序
の
観
点
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
契
約

の
規
律
を
、
コ
ー
ズ
の
適
法
性
と
い
う
枠
組
で
行
う
こ
と
を
提
唱
す
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
リ
ノ
ー
は
、
肖
像
利
用
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ

き
、
期
間
の
限
定
及
び
利
用
態
様
の
限
定
の
二
つ
を
挙
げ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
永
久
に
利
用
を
許
可
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
旨
及

び
期
間
の
定
め
が
な
け
れ
ば
一
方
的
に
解
約
で
き
る
旨
が
説
か
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
包
括
的
で
な
い
特
定
さ
れ
た
同
意
が
要
求
さ

れ
る
旨
が
説
か
れ
）
65
（
る
。
肖
像
本
人
保
護
の
観
点
か
ら
の
契
約
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
実
質
的
に
同
様
の
こ
と

が
利
用
独
占
権
移
転
契
約
を
想
定
す
る
論
者
か
ら
も
主
張
さ
れ
）
66
（

る
。
マ
リ
ノ
ー
に
よ
る
構
成
の
特
徴
は
、
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
、
発
生

す
る
法
律
効
果
で
あ
る
契
約
内
容
の
規
制
と
し
て
で
は
な
く
、
契
約
の
コ
ー
ズ
の
適
法
性
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
点
に
あ
る
。
な
お
、
契

約
法
、
債
務
に
関
す
る
一
般
的
制
度
及
び
証
拠
法
を
改
正
す
る
二
〇
一
六
年
二
月
一
〇
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
三
一
号
に
よ
る
民
法
典

の
改
正
に
よ
っ
て
、
適
法
な
コ
ー
ズ
の
存
在
は
契
約
の
有
効
要
件
か
ら
形
式
的
に
は
削
除
さ
れ
）
67
（
た
。
マ
リ
ノ
ー
の
論
文
は
こ
の
法
改
正
の

前
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

2
　
為
す
債
務
を
中
心
に
把
握
す
る
見
解

　
人
格
権
の
一
時
的
な
不
行
使
の
債
務
を
中
心
に
把
握
す
る
マ
リ
ノ
ー
に
対
し
て
、
ド
レ
イ
エ
は
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
契
約
は
、

肖
像
本
人
が
肖
像
権
の
一
時
的
な
不
行
使
の
債
務
を
負
う
と
い
う
消
極
的
な
合
意
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

契
約
の
効
果
に
つ
い
て
、
為
さ
ざ
る
債
務
で
は
な
く
、
利
用
を
許
可
し
た
者
が
負
う
為
す
債
務
の
方
に
重
点
を
置
い
て
捉
え
る
。
そ
の
為

す
債
務
の
内
容
は
、
利
用
者
が
契
約
文
言
の
範
囲
内
に
お
い
て
本
人
の
肖
像
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
担
保
す
る
こ
と
だ
と
す
る
。
こ
の
説



肖像の商業的利用を目的とする取引の法的構成

87

明
の
際
に
ド
レ
イ
エ
は
、
工
業
所
有
権
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
引
合
い
に
出
）
68
（
す
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
特
許
、
商
標
、
著
作
権
等
の
各

知
的
財
産
権
に
共
通
す
る
利
用
の
手
段
と
し
て
の
契
約
に
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
種
類
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
つ
目
が
、
権
利
移
転
効

を
伴
う
契
約
と
し
て
の
譲
渡
（cession

）
で
あ
り
、
民
法
上
の
売
買
に
類
似
す
る
と
さ
れ
る
。
二
つ
目
が
、
権
利
移
転
効
を
伴
わ
な
い
契

約
と
し
て
の
ラ
イ
セ
ン
ス
（concession de licence

）
で
あ
り
、
民
法
上
の
物
の
賃
貸
借
に
類
似
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
契

約
に
よ
っ
て
ラ
イ
セ
ン
サ
ー
が
負
う
義
務
に
は
、
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
の
利
用
を
妨
げ
な
い
義
務
に
加
え
て
、
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
が
利
用
で
き
る

状
態
を
契
約
の
全
期
間
に
お
い
て
維
持
す
る
義
務
（obligation de garantie

）
が
あ
）
69
（
る
。
ド
レ
イ
エ
は
、
こ
の
知
的
財
産
権
の
ラ
イ
セ
ン

サ
ー
の
義
務
を
、
為
す
債
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
参
照
源
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
見
方
は
、
肖
像
の
使
用
に
対
し
て
金
銭
が
支

払
わ
れ
る
取
引
に
よ
っ
て
現
実
に
浮
彫
に
な
る
肖
像
に
関
す
る
経
済
的
価
値
を
、
契
約
上
の
債
務
と
い
う
法
律
効
果
に
お
い
て
受
け
止
め

る
も
の
と
い
え
る
。

　
契
約
に
お
い
て
発
生
す
る
為
す
債
務
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
マ
リ
ノ
ー
と
ド
レ
イ
エ
で
上
記
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
二
者
と

も
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
を
債
権
的
効
力
の
み
を
持
つ
契
約
と
し
て
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
次
の
帰
結
を
導
く
点
で
は
共
通
し

て
い
る
。
ま
ず
、
契
約
に
よ
っ
て
許
諾
を
受
け
た
利
用
者
は
、
肖
像
本
人
の
承
諾
な
し
に
、
第
三
者
に
再
許
諾
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
許
諾
を
受
け
た
利
用
者
は
、
第
三
者
の
違
法
な
利
用
に
つ
き
自
己
の
名
に
お
い
て
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
）
70
（

い
。

マ
リ
ノ
ー
が
、
前
掲
二
〇
〇
五
年
ベ
ル
サ
イ
ユ
控
訴
院
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
、
判
旨
に
反
対
の
立
場
か
ら
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
は
契
約
外
の
第
三
者
で
あ
る
被
告
会
社
を
訴
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
訴
訟
の
原
告
は
ジ
ョ
ニ
ー
・
ア
リ
デ
ィ
で
あ
る
べ
き
だ

と
述
べ
）
71
（

た
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。
　

㈢
　
利
用
独
占
権
移
転
契
約

　
第
二
章
第
二
節
第
2
項
に
て
挙
げ
た
、
肖
像
に
お
い
て
財
産
的
価
値
を
認
め
る
見
解
か
ら
は
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
は
ど
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の
よ
う
に
法
的
に
構
成
さ
れ
る
か
。
ま
ず
、
契
約
の
対
象
は
、「
人
格
の
派
生
的
権
利
」（
ロ
ワ
ゾ
ー
）、「
肖
像
利
用
権
（droit d

’exploiter 
又
は droit d

’exploitation

）」（
ア
カ
ロ
ン
及
び
カ
ロ
ン
）、「
有
名
性
の
権
利
」（
ブ
リ
ュ
ギ
エ
ー
ル
）
等
と
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
肖
像
の
利

用
を
独
占
す
る
権
利
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
各
見
解
と
も
に
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
の
法
的
構
成
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
利

用
独
占
権
の
「
譲
渡
（cession

）」
を
観
念
す
）
72
（
る
。
で
は
、
そ
の
「
譲
渡
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
持
つ
も
の
と
し
て
想
定

さ
れ
て
い
る
の
か
。
有
体
物
の
売
買
契
約
に
お
い
て
生
じ
る
譲
渡
と
同
様
の
も
の
な
の
か
否
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
特
に
詳
し
い
説
明
が

な
さ
れ
て
い
る
ロ
ワ
ゾ
ー
の
見
解
を
参
照
す
る
。

　
ロ
ワ
ゾ
ー
の
想
定
す
る
人
格
の
派
生
的
権
利
の
譲
渡
契
約
は
、
肖
像
本
人
た
る
有
名
人
が
、
自
己
の
人
格
属
性
を
商
業
化
す
る
権
利
を

他
者
に
付
与
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
人
が
自
己
の
人
格
属
性
の
利
用
の
独
占
の
一
部
又
は
全
部
を
失
う
こ
と
だ
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
。
こ

れ
に
お
い
て
は
、
肖
像
本
人
を
譲
渡
人
、
利
用
者
を
譲
受
人
と
し
て
、
人
格
の
派
生
的
権
利
の
移
転
効
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
受
人

の
資
産
の
中
に
人
格
の
派
生
的
権
利
が
移
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
利
用
者
は
、
第
三
者
に
よ
る
肖
像
の
無
断
使
用
等
の
侵

害
行
為
に
対
し
て
、
譲
渡
に
よ
っ
て
自
身
が
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
利
用
独
占
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
名

に
お
い
て
第
三
者
に
責
任
追
及
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
利
用
者
は
、
本
人
の
肖
像
の
利
用
に
つ
い
て
の
契
約
を
、
第
三
利
用
者

と
直
接
に
締
結
で
き
る
。
こ
の
説
明
に
際
し
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
肖
像
本
人
た
る
サ
ッ
カ
ー
選
手
を
譲
渡
人
と
し
、
そ
の
選
手
の
属
す
る

サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
を
譲
受
人
と
す
る
譲
渡
契
約
を
例
に
挙
げ
る
。
こ
の
例
に
お
い
て
、
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
と
選
手
と
の
間
に
権
利
移
転
効

を
持
つ
譲
渡
契
約
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
ゆ
え
に
、
チ
ー
ム
は
第
三
者
に
選
手
の
肖
像
の
利
用
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
と
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
の
関
係
を
念
頭
に
お
き
、
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
が
選
手
の
肖
像
を
管
理
す
る

こ
と
の
必
要
性
を
意
識
し
た
上
で
、
こ
の
二
者
の
間
の
取
引
に
物
権
的
効
力
を
付
与
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
譲
渡

契
約
は
民
法
典
上
の
売
買
の
よ
う
な
終
局
的
な
性
格
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
と
も
分
析
さ
れ
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
は
、
人
格
の
派
生

的
権
利
の
譲
渡
契
約
が
、
肖
像
本
人
と
利
用
者
と
の
間
の
労
働
契
約
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
労
働
契
約
が
終
了
す
れ
ば
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人
格
の
派
生
的
権
利
は
肖
像
本
人
の
資
産
に
戻
る
と
説
明
さ
れ
て

）
74
）（
73
（
い
る
。

　
ま
た
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
権
利
移
転
効
を
持
た
な
い
契
約
と
し
て
の
人
格
の
派
生
的
権
利
の
ラ
イ
セ
ン
ス
も
ま
た
想
定
さ
れ
る
と
す
る
。

こ
れ
は
、
本
人
が
、
相
手
方
た
る
利
用
者
が
本
人
の
人
格
属
性
か
ら
利
益
を
引
き
出
す
こ
と
を
許
可
し
、
そ
の
対
価
が
本
人
に
支
払
わ
れ

る
と
い
う
債
権
的
構
成
に
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
契
約
は
債
権
的
効
力
し
か
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
は
ラ
イ
セ
ン
ス
の
譲

渡
や
再
ラ
イ
セ
ン
ス
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
利
用
独
占
権
の
移
転
が
生
じ
る
譲
渡
構
成
と
は
異
な
る
点
と
し
て
説
明

さ
れ
）
75
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
譲
渡
契
約
と
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
双
方
を
、
当
事
者
が
選
択
し
得
る
契
約
と
し
て
想
定
す
る
点
は
、
ブ
リ
ュ
ギ

エ
ー
ル
及
び
カ
ロ
ン
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
）
76
（

る
。

　
と
こ
ろ
で
、
肖
像
の
利
用
を
独
占
す
る
財
産
権
の
移
転
と
い
う
構
成
を
認
め
る
見
解
に
お
い
て
も
、
そ
の
契
約
は
、
必
ず
し
も
、
人
格

権
的
色
彩
を
全
く
持
た
な
い
他
の
財
産
権
の
移
転
を
内
容
と
す
る
契
約
と
同
様
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
契
約
の
解
釈
手
法
及
び
契
約
の
拘

束
力
の
緩
和
の
点
に
お
い
て
肖
像
本
人
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
、
譲
渡
構
成
を
認
め
る
論
者
の
一
部
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
契
約
の
解

釈
手
法
に
つ
い
て
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
人
格
の
派
生
的
権
利
の
譲
渡
は
、
著
作
権
の
利
用
契
約
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
厳
格
な
解
釈
の

原
則
に
服
す
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
受
人
が
行
う
こ
と
の
で
き
る
肖
像
の
利
用
は
、
契
約
に
お
い
て
明
示
的
に
定
め
ら
れ
た
利
用
態

様
に
限
定
さ
れ
、
契
約
時
に
お
い
て
未
知
の
利
用
態
様
に
つ
い
て
は
譲
受
人
は
利
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
）
77
（

る
。
こ
れ
と
同
様
に
、

カ
ロ
ン
も
、
肖
像
の
利
用
態
様
は
契
約
に
お
い
て
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
媒
体
へ
の
肖
像
の
再
現
は
で
き
な

い
と
述
べ
）
78
（

る
。
契
約
の
拘
束
力
の
緩
和
に
つ
い
て
は
、
人
格
属
性
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
を
譲
渡
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
を
認
め
る

複
数
の
論
者
の
中
で
立
場
が
分
か
れ
て
い
る
。
カ
ロ
ン
及
び
ア
カ
ロ
ン
は
、
肖
像
本
人
に
契
約
の
撤
回
権
（droit de retrait et de 

repentir

）
を
付
与
す
る
こ
と
を
肯
定
す
）
79
（
る
一
方
で
、
ロ
ワ
ゾ
ー
及
び
ブ
リ
ュ
ギ
エ
ー
ル
は
こ
れ
に
反
対
す
）
80
（
る
。
反
対
の
理
由
づ
け
に
お
い

て
、
ブ
リ
ュ
ギ
エ
ー
ル
は
、
撤
回
権
の
肯
定
論
者
は
知
的
所
有
権
法
典
一
二
一
の
四
条
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
拠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
前
掲

二
〇
〇
八
年
破
毀
院
判
決
は
肖
像
権
の
「
譲
渡
」
契
約
に
は
知
的
財
産
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
旨
を
明
示
し
た
点
を
挙
げ
て
い
る
。
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㈣
　
小
　
括

　
以
上
の
よ
う
に
、
肖
像
に
財
産
的
価
値
を
認
め
る
見
方
か
ら
は
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
は
、
肖
像
の
財
産
的
価
値
を
保
護

す
る
利
用
独
占
権
の
移
転
と
い
う
効
果
を
持
つ
契
約
と
し
て
構
成
さ
れ
得
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
肖
像
に
財
産
的
価
値
を
認
め
な
い
見
方

か
ら
は
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
は
、
当
事
者
間
に
債
権
債
務
を
生
じ
さ
せ
る
効
果
の
み
を
持
つ
契
約
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。

で
は
、
債
権
契
約
と
し
て
構
成
す
る
場
合
と
利
用
独
占
権
移
転
契
約
と
し
て
構
成
す
る
場
合
で
は
、
帰
結
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
差
異
が

生
じ
る
か
。
利
用
独
占
権
移
転
契
約
と
し
て
構
成
し
た
場
合
に
、
譲
受
人
と
呼
ば
れ
る
契
約
相
手
方
（
第
一
章
に
お
け
る
設
例
で
は
Ｂ
に
あ

た
る
）
は
、
第
三
者
に
よ
る
本
人
の
肖
像
の
違
法
利
用
に
対
し
て
自
己
の
名
に
お
い
て
責
任
追
及
を
す
る
こ
と
、
及
び
第
三
利
用
者
と
の

間
で
本
人
の
肖
像
の
利
用
許
諾
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
の
二
つ
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
債
権
契
約
と
構
成
し
た
場
合
に
は
、
許
諾

を
受
け
た
契
約
相
手
方
は
こ
の
二
つ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
対
外
的
効
力
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
る
も
の
の
、
当
事
者
間
効
力
に
つ
い
て
、
利
用
独
占
権
移
転
契
約
と
構
成
し
た
場

合
と
債
権
契
約
と
構
成
し
た
場
合
で
ど
の
程
度
大
き
な
差
異
が
生
じ
る
か
は
一
概
に
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
本
人
は
自
己
の
肖

像
に
つ
い
て
有
す
る
支
配
を
契
約
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
相
手
方
に
奪
わ
れ
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
法
的
構
成
の
違
い
が
ど
の
程
度

具
体
的
帰
結
に
影
響
し
て
い
る
の
か
一
概
に
は
い
え
な
い
。
利
用
態
様
の
定
め
の
具
体
性
や
契
約
の
拘
束
力
に
関
し
て
、
肖
像
本
人
保
護

の
た
め
の
規
律
を
図
る
見
解
は
、
ど
ち
ら
の
構
成
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
本
人
保
護
を
ど
の
程
度
ま
で
行
う
か
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な

る
も
の
の
、
肖
像
本
人
の
利
益
保
護
へ
の
懸
念
は
、
利
用
独
占
権
移
転
契
約
か
債
権
契
約
か
と
い
う
法
的
構
成
に
の
み
反
映
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
各
構
成
を
選
択
し
た
上
で
の
そ
の
先
の
本
人
保
護
手
段
に
よ
る
調
整
に
も
な
お
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
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四
　
考
　
察

　
前
章
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
法
分
析
に
お
い
て
は
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
を
債
権
契
約
と
し
て
構
成
す
る
見
方
と
、
利
用
独
占

権
が
移
転
す
る
契
約
と
し
て
構
成
す
る
見
方
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
二
つ
の
見
方
が
日
本
法
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
で
の
視
点

を
も
た
ら
す
か
を
検
証
す
る
た
め
に
、
本
章
で
は
、
日
本
法
の
状
況
と
、
前
章
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
が
前
提
と
す
る
事
情
と
を
比

較
す
る
。

　
日
本
に
お
い
て
は
、
有
名
人
の
肖
像
の
無
断
使
用
行
為
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
利
益
の
侵
害
と
し
て
評
価
で
き
な
い
場
合
を
救
済
す
る
た

め
に
、
有
名
人
の
肖
像
が
有
す
る
財
産
的
利
益
を
保
護
す
る
権
利
と
し
て
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
概
念
が
生
成
さ
れ
た
経
緯
が
あ
）
81
（

る
。
ま
た
、

裁
判
例
に
お
い
て
、
同
権
利
は
、
顧
客
吸
引
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
利
益
を
得
る
と
い
う
芸
能
人
の
特
殊
性
を

根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、「
歌
手
、
タ
レ
ン
ト
等
の
芸
能
人
」
が
有
す
る
権
利
だ
と
説
示
さ
れ
た
こ
と
も
あ
）
82
（

る
。
学
説
と
し

て
も
、「
職
業
と
し
て
そ
の
氏
名
・
肖
像
そ
の
も
の
が
公
衆
の
関
心
を
集
め
」、「
顧
客
吸
引
力
を
自
ら
で
意
識
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、

顧
客
吸
引
力
か
ら
利
益
を
得
る
者
」
の
み
が
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
主
体
と
な
る
と
す
る
見
）
83
（

解
が
あ
る
。
た
だ
、
現
在
で
は
、
パ
ブ
リ
シ

テ
ィ
権
が
有
名
人
に
特
有
の
権
利
で
あ
る
か
は
定
か
で
な
い
と
い
う
議
論
状
況
に
あ
る
。
顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
パ

ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
主
体
た
り
え
、
一
般
人
の
場
合
は
顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
場
合
が
少
な
い
又
は
顧
客
吸
引
力
に
よ
る
財
産
的
価
値
が
非

常
に
低
い
と
い
え
る
に
と
ど
ま
る
と
す
る
見
解
は
多
）
84
（

い
。
ま
た
、
平
成
二
四
年
最
高
裁
判
決
が
そ
の
説
示
に
お
い
て
「
芸
能
人
」
等
の
文

言
を
用
い
ず
、「
肖
像
等
に
顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
者
」
と
い
う
文
言
に
お
い
て
権
利
主
体
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
人
で

あ
っ
て
も
氏
名
・
肖
像
等
に
顧
客
吸
引
力
が
あ
れ
ば
同
判
決
の
い
う
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
主
体
た
り
得
る
と
す
る
分
析
も
あ
）
85
（

る
。
こ
の
よ

う
な
議
論
状
況
か
ら
は
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
が
い
え
る
。
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
主
体
を
有
名
人
に
限
定
す
る
に
せ
よ
、
し
な
い
に
せ
よ
、



法学政治学論究　第116号（2018.3）

92

日
本
に
お
け
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
論
は
、
顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
肖
像
に
そ
の
射
程
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
、
日
本
法
が
肖

像
権
の
他
に
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
と
い
う
権
利
概
念
を
判
例
法
上
承
認
し
た
と
い
う
こ
と
を
併
せ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
日
本
に
お

い
て
、
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
は
、
肖
像
権
に
よ
る
精
神
的
利
益
の
保
護
と
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
に
よ
る
顧
客
吸
引
力
の
保
護
と
い
う

二
つ
の
枠
組
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
肖
像
に
関
す
る
経
済
的
価
値
の
法
的
把
握
を
担
う
の
は
後
者
の
枠
組
で
あ
り
、
こ
の

枠
組
の
射
程
は
顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
肖
像
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
、
無
名
人
の
肖
像
の
無
断
使
用
に
よ
り
生
じ
る
損
害
の
賠
償
も
、
有
名
人
の

肖
像
の
無
断
使
用
に
よ
り
生
じ
る
財
産
的
損
害
の
賠
償
も
、「
肖
像
権
（droit à l

’image

）」
と
い
う
一
つ
の
権
利
概
念
に
お
い
て
基
礎
づ

け
ら
れ
て
き
）
86
（
た
。
た
し
か
に
、
近
年
に
お
い
て
は
、
望
ま
な
い
肖
像
の
使
用
か
ら
精
神
的
利
益
を
守
る
た
め
の
「
肖
像
権
」
と
、
肖
像
の

積
極
的
な
商
業
利
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
財
産
的
利
益
を
捉
え
る
「
肖
像
の
財
産
的
権
利
（droit patrim

onial à l

’image

）」
と
を
、
別
個
の

権
利
と
し
て
観
念
す
る
学
説
が
台
頭
し
て
い
）
87
（
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
、
前
章
ま
で
に
お
い
て
紹
介
し
た
ロ
ワ
ゾ
ー
の
見
解
は
、
顧
客
吸
引

力
を
有
す
る
有
名
人
の
肖
像
の
み
に
射
程
を
限
定
し
た
議
論
を
し
た
上
で
、
財
産
権
と
し
て
の
肖
像
権
と
そ
の
財
産
権
の
契
約
に
よ
る
移

転
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
肖
像
の
保
護
の
た
め
に
肖
像
権
と
は
異
な
る
権
利
概
念
と
し
て
パ

ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
用
意
す
る
日
本
法
と
比
べ
た
と
き
に
、
顧
客
吸
引
力
へ
の
着
目
と
権
利
構
成
の
別
個
性
と
い
う
点
で
そ
の
発
想
が
共
通

す
る
。
両
者
の
考
え
方
は
実
質
的
に
変
わ
ら
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
「
肖
像
権
」
と
は
別
の
「
肖
像
の
財
産

的
権
利
」
が
破
毀
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
権
利
を
提
唱
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
学
説
の
一
部
で
あ
）
88
（
る
。
そ

の
た
め
、
判
例
法
上
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
け
る
法
状
況
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
は
、

顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
肖
像
か
、
そ
う
で
な
い
肖
像
か
に
よ
っ
て
そ
の
枠
組
が
分
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
肖
像
に

関
す
る
経
済
的
価
値
の
法
的
把
握
を
担
う
枠
組
は
肖
像
一
般
の
保
護
法
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
肖
像
に
関
す
る
経
済
的
価
値
の
法
的
把
握
は
、
顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
肖
像
に
限
ら
な
い
広
い
射
程
に
お
い
て
行
わ
れ
得
る
。
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そ
し
て
、
肖
像
に
関
す
る
経
済
的
価
値
の
法
的
把
握
に
関
し
て
看
取
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
の
射
程
の
広
さ
は
、
肖
像
の
利
用
を

目
的
と
す
る
取
引
の
法
的
構
成
論
の
射
程
に
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
第
三
章
に
て
示
し
た
債
権
契
約
構
成
と
利

用
独
占
権
移
転
契
約
構
成
の
各
論
者
が
議
論
の
対
象
と
し
て
想
定
す
る
事
例
の
幅
を
比
較
す
る
。
債
権
契
約
構
成
の
代
表
的
論
者
で
あ
る

マ
リ
ノ
ー
は
、
第
三
章
第
二
節
第
1
項
に
て
既
述
の
よ
う
に
、
有
名
人
の
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
契
約
を
議
論
の
対
象
か
ら
排
除
し

な
い
上
で
、
な
お
、
い
か
な
る
有
名
性
も
持
た
な
い
無
名
人
の
肖
像
が
利
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
を
も
射
程
に
入
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ

ワ
ゾ
ー
と
ブ
リ
ュ
ギ
エ
ー
ル
は
、
第
二
章
第
二
節
第
2
項
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
有
名
性
を
肖
像
の
財
産
的
価
値
の
保
護
根
拠
と
す

る
ゆ
え
に
、
有
名
人
の
肖
像
の
利
用
に
射
程
を
限
定
し
た
議
論
を
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
カ
ロ
ン
は
、
肖
像
に
対
す
る
財
産
権
は
、

有
名
人
や
一
時
的
に
注
目
を
浴
び
て
い
る
者
と
い
っ
た
、
そ
の
肖
像
に
価
値
が
あ
る
者
に
と
っ
て
し
か
意
味
が
な
い
と
述
べ
）
89
（
る
。
す
な
わ

ち
、
債
権
契
約
構
成
か
利
用
独
占
権
移
転
契
約
構
成
か
と
い
う
違
い
は
、
幅
の
重
な
り
合
う
議
論
対
象
に
つ
い
て
の
意
見
の
対
立
で
は
な

い
。
こ
こ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
状
況
全
体
と
し
て
は
、
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
の
法
的
構
成
論
に
つ
い
て
、
顧
客
吸
引

力
を
持
た
な
い
無
名
人
の
肖
像
も
射
程
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
の
内
訳
を
見

る
と
き
に
は
、
次
の
二
つ
の
ど
ち
ら
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
見
解
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
マ
リ
ノ
ー
の

よ
う
に
、
顧
客
吸
引
力
を
備
え
る
有
名
人
の
肖
像
と
無
名
人
の
肖
像
に
つ
き
同
一
の
契
約
枠
組
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
を
指
向
し
、
肖

像
が
有
名
で
あ
る
か
否
か
は
契
約
の
対
象
の
問
題
と
せ
ず
に
対
価
を
決
定
づ
け
る
要
素
に
お
い
て
取
り
込
む
考
え
方
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
ロ
ワ
ゾ
ー
の
よ
う
に
、
有
名
人
の
顧
客
吸
引
力
の
利
用
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
契
約
類
型
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
場
合
に
特
有
の

議
論
と
し
て
財
産
権
の
移
転
と
い
う
法
律
構
成
に
よ
る
把
握
を
行
い
、
顧
客
吸
引
力
と
い
う
財
産
的
価
値
を
契
約
の
対
象
に
お
い
て
取
り

込
む
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
の
構
造
は
、
日
本
法
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
法
に

お
い
て
も
、
肖
像
の
商
業
的
利
用
を
目
的
と
す
る
取
引
は
い
か
な
る
法
的
構
成
に
お
い
て
把
握
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
際
に
は
、
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顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
肖
像
の
利
用
の
場
合
と
顧
客
吸
引
力
を
持
た
な
い
無
名
人
の
肖
像
の
利
用
の
場
合
と
を
同
一
の
契
約
枠
組
に
お
い

て
把
握
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
視
点
を
持
つ
こ
と
が
有
用
で
あ
る
。

　
商
業
的
利
用
の
対
象
と
な
る
の
は
、
有
名
人
の
場
合
の
よ
う
に
、
肖
像
そ
れ
自
体
が
予
め
顧
客
吸
引
力
を
備
え
て
い
る
と
い
う
肖
像
ば

か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
あ
る
商
品
の
購
入
者
で
あ
る
全
く
の
無
名
人
の
写
真
を
撮
影
し
、
そ
の
商
品
の
新
聞
広
告
に
大
き
く
掲
載

す
る
こ
と
も
、
あ
る
種
の
肖
像
の
商
業
的
利
用
で
あ
る
。
こ
の
例
の
モ
デ
ル
で
あ
る
裁
判
）
90
（

例
の
事
案
は
、
肖
像
の
使
用
に
つ
き
対
価
を
設

定
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
肖
像
本
人
が
対
価
を
受
け
取
る
こ
と
が
契
約
で
定
め
ら
れ
る

こ
と
も
想
定
し
得
る
。
そ
の
際
に
は
、
取
引
に
先
立
っ
て
そ
の
肖
像
に
商
業
的
価
値
が
内
在
す
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
肖
像

に
関
し
て
何
ら
か
の
経
済
的
価
値
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
経
済
的
価
値
の
法
的
把
握
及
び
契
約
枠
組
へ

の
取
込
み
の
仕
方
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
無
名
人
ら
の
肖
像
写
真
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
カ
レ
ン
ダ
ー
を
販
売
す
る
こ
と
も
、
肖
像
の

商
業
的
利
用
の
一
種
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
名
人
の
肖
像
の
商
業
的
利
用
を
目
的
と
す
る
契
約
の
規
律
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
論
の
枠

内
で
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
の
顧
客
吸
引
力
を
備
え
る
肖
像
の
利
用
を
目
的
と
す
る
契
約
の
規
律
と
、
同
一
の
法
枠
組
で
行
わ
れ
る
べ
き
か
。

こ
の
点
を
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
仮
に
、
両
者
を
別
の
法
枠
組
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
顧
客
吸
引
力
を
有
す
る
肖
像
と
そ

う
で
な
い
肖
像
を
区
別
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
顧
客
吸
引
力
が
あ
る
と
い
え
る
か
否
か
の
判
断
基
準
は
不

明
確
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
91
（

る
。
ま
た
、
顧
客
吸
引
力
を
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
保
護
の
根
拠
と
す
る
説
明
理
論
は
見
直
さ
れ
る
べ
き

だ
と
い
う
主
張
も
あ
）
92
（
る
。
今
後
の
検
討
課
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
点
へ
の
留
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
を
以
て
、
本
稿
の
結
び
に
か
え
た
い
。

（
1
）  

人
格
属
性
で
あ
る
肖
像
の
取
引
局
面
に
お
け
る
法
的
把
握
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
に
よ
る
人
格
権
法
理
と
契
約
法
理
の
接
続
を
中
心

に
扱
う
も
の
と
し
て
、
隈
元
利
佳
「
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
の
財
産
権
的
側
面
の
分
析
―
フ
ラ
ン
ス
法
の
検
討
を
通
し
て
」
法
政
論
究
一
〇
九
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号
二
〇
一
頁
（
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
（
以
下
、
隈
元
﹇
二
〇
一
六
﹈
と
表
記
す
る
）。
ま
た
、
そ
の
接
続
の
理
論
的
基
礎
に
つ
き
検
討
す
る
も

の
と
し
て
、
隈
元
利
佳
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
取
引
対
象
と
し
て
の
肖
像
権
―
人
格
権
を
対
象
と
す
る
契
約
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
」

法
政
論
究
一
一
三
号
一
〇
五
頁
（
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
（
以
下
、
隈
元
﹇
二
〇
一
七
﹈
と
表
記
す
る
）。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
続
き
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
。

（
2
）  
商
品
化
型
利
用
と
広
告
型
利
用
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
田
村
善
之
『
不
正
競
争
法
概
説
〔
第
二
版
〕』
五
一
三
―
五
二
一
頁
（
有
斐
閣
、
二

〇
〇
三
年
）
が
詳
し
い
。
ま
た
、
商
品
化
型
利
用
に
つ
き
、
牛
木
理
一
『
商
品
化
権
　
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
盗
用
に
勝
つ
法
』
二
二
一
頁
以
下
（
六
法

出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）、
土
井
輝
生
『
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ジ
ン
グ
―
法
的
基
礎
と
契
約
実
務
』
五
五
頁
以
下
（
同
文
舘
出
版
、

一
九
八
九
年
）
も
参
照
。

（
3
）  

内
藤
篤
『
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
契
約
法
〔
第
三
版
〕』
二
八
七
―
三
一
四
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
二
年
）。
特
に
二
九
九
頁
。

（
4
）  

東
京
地
判
平
成
一
七
・
三
・
三
一
判
タ
一
一
八
九
号
二
六
七
頁
〔
長
嶋
一
茂
事
件
〕
の
事
案
よ
り
。

（
5
）  

東
京
高
判
平
成
一
四
・
七
・
一
七
判
時
一
八
〇
九
号
三
九
頁
〔
黒
夢
事
件
：
控
訴
審
〕
の
事
案
よ
り
。

（
6
）  

黒
夢
事
件
：
控
訴
審
・
前
掲
注
（
5
）
が
こ
の
場
合
に
あ
た
る
。

（
7
）  

知
財
高
判
平
成
二
〇
・
二
・
二
五
判
例
集
未
登
載
（
平
成
一
八
年
ネ
一
〇
〇
七
二
号
）〔
プ
ロ
野
球
選
手
事
件
：
控
訴
審
〕
が
こ
の
場
合
に
あ

た
る
。

（
8
）  

長
嶋
一
茂
事
件
・
前
掲
注
（
4
）
は
、
こ
の
点
を
直
接
の
争
点
と
す
る
訴
訟
で
は
な
い
も
の
の
、
肖
像
本
人
Ａ
の
所
属
事
務
所
Ｂ
が
、
Ａ
か
ら

「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
譲
渡
を
受
け
た
」
こ
と
を
認
定
し
た
上
で
、
Ｂ
が
自
己
の
名
に
お
い
て
無
断
使
用
者
Ｄ
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
。

（
9
）  

譲
渡
性
肯
定
説
と
い
え
る
も
の
と
し
て
、
阿
部
浩
二
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
不
当
利
得
」
谷
口
知
平
＝
甲
斐
道
太
郎
編
『
新
版
注
釈
民
法

⒅
　
債
権
⑼
』
五
七
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）、
斉
藤
博
「
プ
ロ
野
球
選
手
の
氏
名
・
肖
像
が
有
す
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
」
新
潟
四
四

巻
四
号
一
六
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
竹
田
稔
「
判
批
（
平
成
二
四
年
最
高
裁
判
決
）」
コ
ピ
ラ
イ
ト
六
一
四
号
一
八
頁
（
二
〇
一
二
年
）
等
。
譲
渡

性
否
定
説
と
い
え
る
も
の
と
し
て
、
花
本
広
志
「
人
格
権
の
財
産
権
的
側
面
―
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
の
保
護
に
関
す
る
総
論
的
考
察
」
独
協
四
五

号
二
四
六
頁
、
二
五
〇
頁
（
一
九
九
七
年
）、
中
島
基
至
「
判
解
（
平
成
二
四
年
最
高
裁
判
決
）」
最
判
解
民
事
篇
平
成
二
四
年
度
（
上
）
一
八

三
―
一
八
四
頁
（
二
〇
一
五
年
）
等
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
に
示
唆
を
得
て
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
人
格
権
と
し
て
構
成
し
た
上
で
、
そ
の
「
拘
束
的

譲
渡
」
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
米
村
滋
人
「
人
格
権
の
権
利
構
造
と
『
一
身
専
属
性
』（
五
・
完
）」
法
協
一
三
四
巻
三
号
一
一
八
―
一
二
一
頁
、
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一
二
四
―
一
二
五
頁
（
二
〇
一
七
年
）。

（
10
）  

内
藤
篤
「
判
批
（
黒
夢
事
件
：
控
訴
審
・
前
掲
注
（
5
））」
判
評
五
三
七
号
三
五
―
三
六
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。

（
11
）  

た
と
え
ば
、
譲
渡
性
否
定
説
と
い
え
る
中
島
・
前
掲
注
（
9
）
一
八
三
―
一
八
四
頁
は
、
平
成
二
四
年
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
保
護
が
認
め
ら

れ
た
被
侵
害
利
益
と
し
て
の
「
人
格
権
に
由
来
す
る
」
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
、
譲
渡
の
客
体
と
し
て
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
そ
れ
が
譲
渡
さ
れ
得

な
い
旨
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
譲
渡
性
肯
定
説
と
い
え
る
竹
田
・
前
掲
注
（
9
）
一
八
頁
は
、「
氏
名
・
肖
像
と
い
う
人

格
か
ら
は
切
り
離
し
て
把
握
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
」
が
譲
渡
の
客
体
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
譲
渡
を

肯
定
す
る
見
解
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）  

た
と
え
ば
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
9
）
一
六
頁
は
、「
ひ
と
た
び
肖
像
や
氏
名
の
商
業
的
利
用
が
肖
像
本
人
、
氏
名
本
人
に
よ
り
同
意
さ
れ
た
後

は
、
肖
像
や
氏
名
の
商
業
的
利
用
に
関
す
る
権
利
は
、
肖
像
本
人
、
氏
名
本
人
の
人
格
権
を
不
当
に
害
す
る
よ
う
な
使
用
態
様
が
な
い
限
り
、
人

格
権
の
法
理
に
服
す
る
こ
と
な
く
、
人
格
権
か
ら
は
独
立
し
た
財
産
的
権
利
と
し
て
、
譲
渡
、
相
続
等
、
財
産
法
の
枠
内
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
」
と
し
て
、
そ
の
譲
渡
が
特
殊
な
譲
渡
で
あ
る
旨
は
特
に
説
い
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
渡
辺
修
「
人
格
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
利
用
権
―

人
格
権
の
一
元
的
構
成
に
関
す
る
覚
書
き
」
法
学
六
〇
巻
六
号
三
一
八
頁
（
一
九
九
七
年
）
は
「
常
に
契
約
目
的
に
必
要
な
範
囲
で
制
限
的
に
譲

渡
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
拘
束
さ
れ
た
譲
渡
」
を
ド
イ
ツ
法
の
紹
介
と
し
て
説
く
。
そ
の
背
景
に
は
「
一
旦
、
自
己
決
定
権
の
行
使
と
し

て
、
人
格
要
素
を
処
分
し
た
ら
最
後
、
永
遠
に
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
チ
ャ
ン
ス
を
失
う
と
い
う
結
果
は
妥
当
で
は
な
い
」
と
い
う
評
価
が
あ
る

（
同
書
三
二
二
頁
）。
ま
た
、
辰
巳
直
彦
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
再
論
　
人
格
的
要
素
の
『
私
的
所
有
』」
同
志
社
大
学
知
的
財
産
法
研
究
会
編
『
知

的
財
産
法
の
挑
戦
』
三
五
〇
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
「
譲
渡
性
」
を
肯
定
し
つ
つ
、「
第
三
者
に
対
す
る
使
用

許
諾
の
た
め
の
信
頼
関
係
の
あ
る
者
へ
の
委
任
に
よ
る
信
託
的
譲
渡
ま
た
は
授
権
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
程
度
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
が
実
際

的
」
だ
と
す
る
。

（
13
）  

「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
の
使
用
許
諾
契
約
な
い
し
使
用
許
諾
事
務
の
委
任
契
約
」
と
捉
え
る
見
解
と
し
て
、
花
本
・
前
掲
注
（
9
）
二
五
〇
頁
。

パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
不
行
使
を
約
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
見
解
と
し
て
、
田
村
・
前
掲
注
（
2
）
五
三
七
頁
、
中
島
・
前
掲
注
（
9
）
一
八
五

頁
等
。

（
14
）  

米
村
・
前
掲
注
（
9
）
四
六
四
―
四
六
五
頁
等
。

（
15
）  

花
本
・
前
掲
注
（
9
）
二
四
四
頁
、
二
五
三
頁
に
お
け
る
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
」
の
定
義
に
倣
っ
た
。

（
16
）  Cass. 1

re Ch. civ. 11 déc. 2008, J. C. P.  2009. II. 10025, note G
régoire L

o
iseau. 

ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
に
つ
い
て
は
、
人
格
属
性



肖像の商業的利用を目的とする取引の法的構成

97

で
あ
る
肖
像
・
氏
名
・
声
の
商
業
的
利
用
に
関
す
る
契
約
を
締
結
で
き
る
こ
と
が
立
法
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る 

（Code du sport, art. L. 
222 -2 -10 -1, introduit par L. n

o 2017 -261 du 1
er m
ars 2017, art. 17

）。

（
17
）  A

sso
ciatio

n H
en
ri C

apitan
t （sous la direction de G

érard C
o
rn
u

）, Vocabulaire juridique, 11
e éd., P. U. F., 2016, p. 519. 

（
18
）  Frédéric Z

en
ati -C

astain
g et Thierry R

ev
et, M

anuel de droit des personnes, P. U. F., 2006, n
o 322, pp. 283 -284, n

o 325, pp. 
285 -286. 

ま
た
、W

illiam
 D
ro
ss, D

roit civil, Les choses, L. G. D. J., 2012, n
o 18, p. 24 

は
、
物
の
影
像
に
つ
い
て
同
様
の
区
分
に
沿
っ

て
説
明
す
る
。

（
19
）  Pierre B

erlio
z, La notion de bien, L. G. D. J., 2007, n

o 1583 -1584, pp. 493 -494.

（
20
）  Ibid., n

o 1585, p. 494.

（
21
）  

「
財
産
化
（patrim

onialisation

）」
と
い
う
用
語
の
定
義
は
、A

sso
ciatio

n H
en
ri C

apitan
t 

（sous la direction de G
érard C

o
rn
u

）, 
Supra note 17, p. 747 

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
22
）  Laure M

arin
o, La patrim

onialisation du nom
, de la voix et de l

’image, in Traité de droit de la presse et des m
édias, Litec, 

2009, n
o 1716, p. 997. 

以
下
、
同
文
献
を M

arin
o ﹇2009

﹈ 

と
表
記
す
る
。

（
23
）  A

sso
ciatio

n H
en
ri C

apitan
t （sous la direction de G

érard C
o
rn
u

）, Supra note 17, p. 517.

（
24
）  M

arin
o ﹇2009

﹈, Supra note 22, n
o 1716, p. 997. 

こ
の
説
明
に
際
し
て
、
マ
リ
ノ
ー
はEncyclopédie philosophique universelle, sous 

la direction d

’André Jacob, v. 2, t. 1, 1990, p. 1209, Identité

及
びD

aniel G
utm
ann, Le sentim

ent d'identité, L. G. D. J., 2000, n
o 

6, pp. 5 -6

に
お
け
る
同
一
性
の
定
義
に
倣
っ
て
い
る
。

（
25
）  M

arin
o ﹇2009

﹈, Supra note 22, n
o 1741, p. 1014.

（
26
）  Laure M
arin

o, Les contrats portant sur l

’image des personnes, CCE. n
o 3, M

ars 2003, chron. 7, p. 10. 

以
下
、
同
文
献
を 

M
arin

o ﹇2003

﹈
と
表
記
す
る
。

（
27
）  M
arin

o ﹇2009

﹈, Supra note 22, n
o 1737, pp. 1010 -1011.

（
28
）  N
athalie M

allet-po
u
jo
l, Appropriation de l

’inform
ation : l

’éternelle chim
ère, D

. 1997, chron., p. 330.

（
29
）  Ibid., n

o 16, pp. 333 -334.

（
30
）  Ibid., n

o 22 -25, p. 335.

（
31
）  Em

m
anuel D

reyer, Im
age des personnes, JCl. Com

m
unication, 2015, fasc. 40, n

o 90, p. 27.
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（
32
）  Ibid., n

o 109 -110, p. 33.

（
33
）  M

arin
o ﹇2009

﹈, Supra note 22, n
o 1764, p. 1028.

マ
リ
ノ
ー
が
参
照
し
た
の
はD

reyer, Supra note 31 

の
二
〇
〇
八
年
版
で
あ
る
が
、

同
じ
主
張
が
二
〇
一
五
年
版
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）  G

régoire L
o
iseau, D

es droits patrim
oniaux de la personnalité en droit français, M

cG
ill L. J., 1997. 42, p. 334. 

以
下
、
同
文
献

を L
o
iseau ﹇M

cG
ill L. J.

﹈ 

と
表
記
す
る
。

（
35
）  Jacques L

a
rrieu, Les nouvelles fonctions de la m

arque, in Les m
etam

orphoses de la m
arque, Presses de l

’Université 
Toulouse 1 Capitole, 2011, pp. 55 -56 ; Jacques R

ayn
ard et al., D

roit de la propriété industrielle, LexisN
exis, 2016, n

o 452, p. 
252.

（
36
）  L

o
iseau ﹇M

cG
ill L. J.

﹈, Supra note 34, pp. 333 -334.

（
37
）  L

o
iseau ﹇M

cG
ill L. J.

﹈, Supra note 34, p. 343.

（
38
）  L

o
iseau 

﹇M
cG
ill L. J.

﹈, Supra note 34, p. 334.

な
お
、
日
本
に
お
い
て
も
同
様
の
説
明
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
堀
江
亜
以
子
「
パ
ブ

リ
シ
テ
ィ
価
値
の
定
義
と
『
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
』」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
四
四
巻
二
号
二
七
九
―
二
八
〇
頁
、
二
八
四
―
二
八
五
頁
、

二
九
九
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
は
、
自
他
商
品
・
役
務
の
識
別
を
本
質
的
機
能
と
す
る
商
標
も
、
そ
れ
が
著
名
な
場
合
に
は
そ
の
出
所
表
示
機
能

（
一
次
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
か
ら
離
れ
て
そ
の
商
標
自
体
に
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
が
発
生
す
る
（
二
次
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
と
同
様
に
、
芸
能
人
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
肖
像
等
に
は
、
芸
能
活
動
・
競
技
活
動
に
お
け
る
当
該
芸
能
人
の
識
別
機
能
（
一
次
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
）
と
、
本
来
的
業
務
か
ら
離
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
商
品
化
や
宣
伝
・
広
告
へ
の
利
用
価
値
（
二
次
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
と
い
う
二

つ
の
機
能
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
後
者
が
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
が
保
護
の
対
象
と
す
る
顧
客
吸
引
力
す
な
わ
ち
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
だ
と
さ

れ
る
。

（
39
）  L

o
iseau ﹇M

cG
ill L. J.

﹈, Supra note 34, p. 340. 

（
40
）  A
sso
ciatio

n H
en
ri C

apitan
t （sous la direction de G

érard C
o
rn
u

）, Supra note 17, p. 694.

（
41
）  Claude-Albéric M

aetz, La notoriété, essai sur l

’appropriation d
’une valeur économ

ique, P. U. A. M
., 2010, n

o 11, p. 29.

（
42
）  G

régoire L
o
iseau, Le nom

, objet d

’un contrat, L. G. D. J., 1997, n
o 379, pp. 374 -375. 

以
下
、
同
文
献
をL

o
iseau ﹇Thèse

﹈ 

と
表

記
す
る
。

（
43
）  L

o
iseau ﹇M

cG
ill L. J.

﹈, Supra note 34, pp. 330 -331.
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（
44
）  L

o
iseau ﹇M

cG
ill L. J.

﹈, Supra note 34, p. 333.

（
45
）  L

o
iseau ﹇M

cG
ill L. J.

﹈, Supra note 34, p. 339.
（
46
）  Jean-M

ichel B
ru
g
u
ière, « D

roits patrim
oniaux » de la personnalité, Plaidoyer en faveur de leur intégration dans une 

catégorie des droits de la notoriété, RTD
 civ., 2016, n

o 33, pp. 17 -18.
（
47
）  Ibid., n

o 40, pp. 22 -23.

（
48
）  Jean-M

ichel B
ru
g
u
ière et Bérengère G

leize, D
roits de la personnalité, Ellipses, 2015, n

o 222, p. 209.

（
49
）  D

aniel A
cq
u
aro

n
e, L

’ambiguïté du droit à l

’image, D
. 1985. chron., n

o 27 -28, pp. 134 -135.

（
50
）  Christophe C

aro
n, Les contrats d

’exploitation de l

’image de la personne, in L

’image, journée nationale, Tom
e 8, G

renoble, 
D
alloz, 2005, n

o 11, p. 101. 

カ
ロ
ン
は
、
肖
像
の
財
産
的
価
値
を
保
護
す
る
権
利
を
著
作
権
そ
の
も
の
と
し
て
法
性
決
定
す
る
こ
と
は
否
定
す

る
も
の
の
、
肖
像
の
利
用
に
関
し
て
は
、
著
作
権
の
利
用
に
つ
い
て
の
契
約
規
範
を
必
要
な
変
更
を
加
え
た
上
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張

す
る
。

（
51
）  Ibid., n

o 5, p. 98.

（
52
）  Versailles, 12

e ch., 2
e sect., 22 sept. 2005, CCE. n

o 1, Janvier 2006, com
m
. 4, note Christophe C

aro
n.

（
53
）  

こ
の
点
か
ら
、
本
判
決
は
、
伝
統
的
に
は
人
格
権
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
肖
像
権
と
は
別
に
「
肖
像
の
財
産
的
権
利
（droit patrim

onial 
sur l

’image

）」
を
承
認
し
た
下
級
審
裁
判
例
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、Christophe C

aro
n note, CCE. n

o 1, Janvier 
2006, com

m
. 4

）。

（
54
）  Jean-M

ichel B
ru
g
u
ière note, Légipresse, n

o 232, Juin 2006, p. 112.

（
55
）  Laure M
arin

o note, D
. 2006, pp. 2705 -2706.

（
56
）  Cass. 1
re Ch. civ. 11 déc. 2008, J. C. P. 2009. II. 10025, note G

régoire L
o
iseau.

詳
細
に
つ
い
て
は
、
隈
元
﹇
二
〇
一
六
﹈・
前
掲
注

（
1
）
二
一
六
―
二
二
〇
頁
を
参
照
。

（
57
）  B

ru
g
u
ière et G

leize, Supra note 48, n
o 234, p. 221.

（
58
）  M

arin
o ﹇2009

﹈, Supra note 22, n
o 1718, p. 1000, n

o 1738, p. 1011.

（
59
）  Thibault G

isclard, La personnalité hum
aine com

m
e élém

ent du patrim
oine, thèse, Paris 1, 2012, n

o 180, p. 122

は
、
破
毀
院
は

こ
の
点
に
つ
き
立
場
を
示
し
て
い
な
い
と
述
べ
る
。
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（
60
）  M

arin
o 

﹇2003

﹈, Supra note 26, p. 11.

マ
リ
ノ
ー
自
身
は
こ
れ
以
上
の
具
体
的
な
説
明
を
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
見
解
を
紹
介
す

る
別
の
文
献
で
は
、「
肖
像
の
記
録
（enregistrem

ent

）」
す
な
わ
ち
撮
影
に
応
じ
る
こ
と
が
為
す
債
務
の
内
容
だ
と
さ
れ
る
（G

régoire 
L
o
iseau, note sous Trib. gr. inst. Paris 7 oct. 2015, CCE, n

o 12, D
écem

bre 2015, com
m
. 97

）。
ま
た
、
マ
リ
ノ
ー
の
い
う
為
す
債
務

の
こ
と
を
「
物
理
的
な
給
付
」
を
伴
う
も
の
と
し
て
紹
介
す
る
文
献
も
あ
る
（G

isclard, Supra note 59, n
o 180, p. 122

）。

（
61
）  M

arin
o ﹇2009

﹈, Supra note 22, n
o 1764 -1765, pp. 1028 -1029 ; M

arin
o ﹇2003

﹈, Supra note 26, p. 11.

（
62
）  M

arin
o ﹇2003

﹈, Supra note 26, pp. 11 -12.

（
63
）  M

arin
o ﹇2009

﹈, Supra note 22, n
o 1717, pp. 998 -999.

（
64
）  M

arin
o ﹇2003

﹈, Supra note 26, p. 11.

（
65
）  M

arin
o ﹇2003

﹈, Supra note 26, pp. 11 -12.

（
66
）  C

aro
n, Supra note 50, n

o 15, pp. 102 -103, n
o 18, pp. 105 -106

等
。

（
67
）  Alain B

én
aben

t et Laurent A
yn
ès, Réform

e du droit des contrats et des obligations : aperçu général, D
. 2016, p. 434.

（
68
）  D

reyer, Supra note 31, n
o 99, p. 30.

（
69
）  R

ayn
ard et al., Supra note 35, n

o 744, p. 430, n
o 723 -732, pp. 416 -424.

（
70
）  D

reyer, Supra note 31, n
o 99, p. 30.
マ
リ
ノ
ー
も
こ
の
帰
結
を
支
持
す
る
（M

arin
o 

﹇2009

﹈, Supra note 22, n
o 1764, p. 1028, n

o 
1779, p. 1038

）。

（
71
）  Laure M

arin
o note, D

. 2006, pp. 2705 -2706.

（
72
）  B

ru
g
u
ière et G

leize, Supra note 48, n
o 234, pp. 220 -222 ; C

aro
n, Supra note 50, n

o 13, p. 102 ; A
cq
u
aro

n
e, Supra note 49, 

n
o 35, p. 136.

（
73
）  L

o
iseau ﹇M

cG
ill L. J.

﹈, Supra note 34, pp. 346 -347.

（
74
）  B
ru
g
u
ière et G

leize, Supra note 48, n
o 234, p. 221

も
、
期
間
の
定
め
ら
れ
た
譲
渡
を
想
定
し
て
お
り
、「
譲
渡
」
に
お
け
る
権
利
移
転

効
が
終
局
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
な
い
。

（
75
）  L

o
iseau ﹇M

cG
ill L. J.

﹈, Supra note 34, pp. 345 -346.

（
76
）  B

ru
g
u
ière et G

leize, Supra note 48, n
o 234, pp. 220 -222 ; C

aro
n, Supra note 50, n

o 13, p. 102. 

（
77
）  L

o
iseau ﹇Thèse

﹈, Supra note 42, n
o 500, p. 485, p. 487.
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（
78
）  C

aro
n, Supra note 50, n

o 15, p. 103.

（
79
）  C

aro
n, Supra note 50, n

o 18, p. 106 ; A
cq
u
aro

n
e, Supra note 49, n

o 32, p. 135.
（
80
）  L

o
iseau ﹇M

cG
ill L. J.

﹈, Supra note 34, p. 339 ; B
ru
g
u
ière et G

leize, Supra note 48, n
o 231, pp. 217 -218.

（
81
）  
伊
藤
正
己
『
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
』
一
四
五
―
一
五
一
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）。

（
82
）  
横
浜
地
判
平
成
四
・
六
・
四
判
時
一
四
三
四
号
一
一
六
頁
〔
土
井
晩
翠
事
件
〕。

（
83
）  
斉
藤
博
「
氏
名
・
肖
像
の
商
業
的
利
用
に
関
す
る
権
利
」
特
許
研
究
一
五
号
二
二
頁
（
一
九
九
三
年
）。

（
84
）  

阿
部
浩
二
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
そ
の
展
開
」
斎
藤
秀
夫
ほ
か
編
『
現
代
社
会
と
民
事
法
』
二
九
三
頁
（
第
一
法
規
、
一
九
八
一
年
）、

三
浦
正
広
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
『
有
名
人
』
概
念
―
2
つ
の
判
決
を
手
が
か
り
と
し
て
」
青
社
二
二
巻
一
号
一
六
―
一
七
頁
（
一
九
九
三

年
）、
中
島
・
前
掲
注
（
9
）
一
五
七
頁
等
。

（
85
）  

上
野
達
弘
「
人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
」
吉
田
克
己
＝
片
山
直
也
編
『
財
の
多
様
化
と
民
法
学
』
四
一
六
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）。

（
86
）  

隈
元
﹇
二
〇
一
六
﹈・
前
掲
注
（
1
）
二
〇
四
―
二
一
一
頁
を
参
照
。

（
87
）  

嚆
矢
と
し
てEm

m
anuel G

aillard, La double nature du droit à l

’image et ses conséquences en droit positif français, D
. 1984, 

chron., p. 161

が
挙
げ
ら
れ
る
。
詳
細
は
、
隈
元
﹇
二
〇
一
六
﹈・
前
掲
注
（
1
）
二
一
二
―
二
一
五
頁
を
参
照
。

（
88
）  

隈
元
﹇
二
〇
一
七
﹈・
前
掲
注
（
1
）
一
一
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
89
）  C

aro
n, Supra note 53, n

o 2.

（
90
）  

東
京
地
判
平
成
元
・
八
・
二
九
判
時
一
三
三
八
号
一
一
九
頁
〔
サ
ニ
ー
ペ
ッ
ト
事
件
〕。

（
91
）  

三
浦
正
広
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
と
顧
客
吸
引
力
―
裁
判
例
に
お
け
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
概
念
の
変
遷
」
牛
木
理
一
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行

会
編
『
意
匠
法
及
び
周
辺
法
の
現
代
的
課
題
』
七
八
八
頁
（
発
明
協
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
92
）  

北
村
行
夫
「
顧
客
吸
引
力
理
論
の
破
綻
と
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
理
論
の
再
構
築
」
コ
ピ
ラ
イ
ト
五
〇
五
号
四
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。
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隈
元
　
利
佳
（
く
ま
も
と
　
り
か
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
私
法
学
会
、
日
仏
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
民
法

主
要
著
作
　
　 「
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
の
財
産
権
的
側
面
の
分
析

―
フ
ラ
ン
ス
法
の
検
討
を

通
し
て
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
九
号
（
二
〇
一
六
年
）

　
　
　
　
　
　 「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
取
引
対
象
と
し
て
の
肖
像
権

―
人
格
権
を
対
象
と
す
る

契
約
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
三
号
（
二
〇

一
七
年
）


